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平成18年３月８日（水）議事日程

開 議（午前10時）

日程第１ 一般質問（通告順による）

平成18年鹿島市議会３月定例会一般質問通告書

順番 議 員 名 質 問 要 旨

⒈長崎本線存続と新幹線長崎ルート
⑴ 第四次総合計画におけるまちづくり
⑵ 存続期成会と県との協議について
⑶ 振興策の財源の見通しは

2.地域の教育力の向上を目指して
⑴ 学校教育

① 総合学習の成果と学力
７ ７ 中 村 雄一郎

② 子どもたちの安全について
③ 高等学校との連携

⑵ 社会教育（生涯学習）
① 地区公民館の役割
② 地区公民館の地域委託
③ 生涯学習センターの運営と市民立大学

3.市長選挙についての出馬の意思を問う。

⒈現状と今後の課題について
⑴ 合併問題

８ 15 中 村 清
⑵ 財政問題
⑶ 地域振興

⒈長崎本線存続と地域振興策

2.ポケットパークについて
９ ９ 森 田 峰 敏

3.人口問題
⑴ 定住人口対策
⑵ 交流人口対策

午前10時 開議

○議長（小池幸照君）

おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。

日程第１ 一般質問

○議長（小池幸照君）

本日の日程は、お手元の日程表どおり一般質問を行います。
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順次質問を許します。まず、７番中村雄一郎君。

○７番（中村雄一郎君）

おはようございます。７番中村雄一郎でございます。今回、３点の通告をいたしておりま

した。長崎本線の存続問題、それと教育問題、そして今市民の最大の 市民というよりも

県民の最大の関心事である市長選についてでございますが、質問をさせていただきます。

私は、昨日、７時ちょっと前にケーブルテレビをつけましたら、新幹線長崎ルート 私

はあえて長崎ルートという、もとの名称を呼びたいと思いますが、県に言わせますと西九州

ルートの宣伝の放送があっておりました。恐らく全県下のケーブルテレビネット放送されて

いると思いますが、また、新聞等によりましても一問一答で毎日第１面に、佐賀新聞の場合

は第１面に宣伝広告が出ております。先日、土井県議が県議会で質問されましたけれども、

この新幹線関係の予算、宣伝費に要する予算が20,000千円ということで答弁があっておりま

した。これは私ども県民の税金を使って皆さん方に新幹線の効果をお知らせするという形で

進められているようでございます。

さて、本題に入っていきますけれども、鹿島市議会が開会しました翌日、３月３日に「桑

原市長、新幹線反対姿勢を貫く」、３月議会提案理由説明で強調という記事が出ました。同

じ欄に県新年度予算案で中山間地域総合整備事業が不採択になっことが報じられ、新幹線長

崎ルート建設反対に対する報復と、県を非難する意見書を鹿島市七浦５地区の住民が出した

という記事が掲載をされておりました。県は、財政難のためで新幹線とは無関係と否定して

いるそうですが、真相は定かではありません。意見書では、基幹産業の農業まで政争の具に

するなら、自分たちの地域は自分たちで守らなければならないと、長崎本線存続運動の強化

を訴えられています。

一昨日の県議会で土井県議はこのことと新幹線問題で鋭い質問をされました。やや知事も

気迫に押されていたような感さえいたしました。中山間地域総合整備事業では、同意をした

白石、太良町に予算づけをして、鹿島の中山間地域総合整備事業は不採択。平成８年から準

備を重ね、 384人の方の同意を得て、17年度には着手が見送られております。そして、18年

度は間違いないとのことで、すべての条件を整えた中での不採択。国も市も予算計上の準備

をしているとのこと、完全な報復ではないか。農業振興と新幹線問題は無関係ではないか。

補正予算で対処できないかというふうに迫られました。知事は必要性、あるいは地域の盛り

上がりは十分に理解をしている。ただ、北鹿島地区で実施をしている地域水田農業支援事業

や広域農道など継続事業を優先したため、予算計上を見送ったと答弁されました。補正予算

については、今後の県財政状況を見ながら対応をしていくというふうに答弁をされておりま

す。

このやりとりを聞いておりまして、ほぼ県との約束が 約束といいますか、県とのすり

合わせが十分できた中で、平成18年度の着工が決まっていた段階で予算がないからできない、
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このことは今後、新幹線問題でいろんな約束を県がされておりますけれども、もし予算がな

いからできないと言われたらどうなるのかという、ちょっとした不安がよぎりました。

新幹線長崎ルートに関しては、新幹線ありきではなく、必要性の検証や振興策の考え方な

どの質問を土井県議がされましたが、知事の答弁は、今まで私どもが聞いたような内容で、

説得力のない答弁でございました。古川知事は、プルサーマルの問題に関しましても、やや

拙速のような感がいたしますし、新幹線長崎ルートにしても、みずからの１期目の任期中に

何とか決着をつけたいという強引な姿勢が感じられます。国策だから何でも国の言うとおり

にということでは、地方の主体性がありません。もっと住民、県民の意思を尊重することが

大切ではないでしょうか。

市長は提案理由の説明の中で、新幹線は効果が少なく、不要論が多い。現在、鹿島から福

岡、長崎は１時間弱で通勤、通学が可能。これは総合計画見直しの目玉である定住交流人口

増大のキーワードであると不同意の理由を説明し、非常に厳しい道を選択しているのは承知

しているが、何十年という長いスパンでまちづくりを考えれば、長崎本線抜きでは考えられ

ないという反対を貫く姿勢を力強く強調されました。

太良町が残念ながら期成会から脱退され、鹿島市長、江北町長、鹿島市議会議長の３人で

期成会の構成をしているような言い方を県がされておられましたが、住民の強い後押しがあ

るということで、今後も邁進をしていただきたいと思います。

それでは、具体的に質問をいたしますが、まず最初に確認したいことは、第４次総合計画

との関係についてでございます。このことは12月議会でも質問いたしましたが、長崎本線が

現状のまま存続するのと三セクになるのでは、まちづくりは根本から違ってまいります。市

長の演告にもありましたように、福岡、長崎まで１時間弱、現在でも通勤、通学に利用して

いる人はいます。もし新幹線問題がなければ、肥前山口駅前のように通勤圏としてマンショ

ン等が建ち、定住人口をふやす方策としても考えられるでしょうし、駅前開発にも市民の合

意が得られると考えます。

そこで、現在諮問中の総合計画見直し案の見直し状況や第４次総合計画における産業の振

興、中心市街地の活性化、長崎本線の位置づけについて、改めてお尋ねをいたします。

次に、地域の教育力の向上ということでお尋ねをいたします。

今回、学校教育、社会教育の両面について質問いたしますけれども、今回、学校教育につ

いて質問をするきっかけになりましたのは、鹿島高校、鹿島実業高校の、きょうまで入学試

験があっておりますけれども、志願状況調査で両校とも定員割れの状況になったということ、

これは鹿島高校が18年度の募集定員が１クラス増になりました。そのような関係もあったと

いうことが大きな原因だと思いますけれども、理数系では定員がオーバーしておりますが、

その分を振りかえても定員には達しません。定員に達しなかった第１の要因は、40名の増に

対してそれぞれの中学校が対応できなかったということでしょうが、最近の子供たちが学習
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意欲、向上心、挑戦しようという気持ちが薄れているのではないかという指摘、その傾向が

鹿島地区に顕著ではないかという、そのような指摘がある会議でなされました。総合学習、

ゆとり教育が導入されて３年、ゆとり教育の目的は受験戦争に駆り立てられて余裕のない子

供たちに生きる力をはぐくむことで、完全学校週５日制、教科内容の削減、総合的学習時間

の新設がされたわけですが、そのことが公立学校離れや塾の隆盛につながり、学力の二極化

の可能性も言われております。

そこで、総合学習、ゆとり学習の成果について、また導入前と導入後の学力はどう変化を

したのか、教育委員会としての見解をお尋ねいたします。また、今回の鹿島高校の定員増に

ついて、藤津・鹿島教育事務所管内の中学校と高校でそれについての協議等がなされたのか、

連携の状況についてもお尋ねをいたします。

次に、子供たちの安全対策の問題についてでございますが、この件に関しては松尾、井手

両議員が同様の質問をされました。交通安全防犯面の現在の取り組み状況、声かけ事案等が

鹿島でもあっている現状はわかりましたので、詳細は２回目以降に質問をさせていただきま

す。

次に、社会教育についてですけれども、鹿島市行財政改革、財政基盤強化の中で進められ

ている地区公民館の地域委託問題と生涯学習センターの指定管理者制度への移行について質

問をいたします。

鹿島市行財政改革大綱は、財政基盤強化計画が17年８月に庁内成案を決定後、直ちに鹿島

市行財政調査委員会に諮問、10月に答申を受け、11月に議会への説明がなされました。その

中で、職員の削減や給与の適正化、民間活力の導入、収入増などが検討をされております。

民間活力の導入の中に給食センターの民間委託への検討や生涯学習センターの指定管理者

制度の導入、公民館の地域委託などがあります。地区公民館の民間地域委託計画と生涯学習

センターの指定管理者制度への移行について、今日までどの程度検討が進められているかに

ついてまずお尋ねをいたします。

公民館については、かつてのコミュニティーセンター化構想の中での移行ではなく、今回

は行財政改革による地域委託ということでありますが、地区公民館が今果たしている役割を

どのように考えておられるのか、質問をいたしたいと思います。

次に、３点目、最大の関心事であります市長選挙出馬の意思について市長にお尋ねをいた

します。

一昨日、松尾、橋爪両議員より質問がございました。その段階で市長は、今回の選挙の争

点は長崎本線を存続するかどうか、孫、ひ孫の時代までの長いスパンの中でこの10年をとる

か数十年をとるか、その選択だと考えるということで、５期目ということもあり、新幹線に

対する政策を引き継いでくれる候補者がいればと思うが、それがなければと思う考えがある

こと、ただ今の段階では結論が出ていないという答弁をされました。あれからまだ２日しか
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経過をしておりませんので、お気持ちがどうなられたかわかりませんけれども、情勢は日々

変化をしているとの情報も得ております。市民の関心は市長選挙の話ばかりです。また、マ

スコミも大きな関心を持っております。市長は桑原市政は新幹線問題に始まり、新幹線がす

べてであったという総括を先日されました。まさに16年間の桑原市政の総決算はこの問題で

あります。長いものに巻かれることなく、国や県の言いなりにならず、地方の時代、そして

市長は基本的人権をもじって基本的地域権という言葉をつくられましたが、その基本的地域

権の確立のためにみずから火中のクリを拾う、そのことが桑原市長は鹿島の将来にとって正

しい選択をしてくれたという大きな評価につながるのではないかと思います。

そこで、改めて市長選に対しての決断、決意のほどをお尋ねして１回目の質問といたしま

す。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

皆さんおはようございます。まず、中山間地域総合整備事業の件についてお話がありまし

た。この中山間地域総合整備事業は、申されますように、もう既に数年以上前からこの事業

というのは実質的には地元としては取り組んでいただいておるわけであります。それからま

た、この準備、調査のために市費も、市のお金も10,000千円ぐらい投入をしております。あ

るいは、この受益者地域でもこの事業を目標にあらゆる準備をしてきていただいておるわけ

であります。つまり、これは全く新規として今回採択をするかしないかというレベルの話と

は違うというふうに思っております。これはもう実質的には立ち上がっている事業であると

いうふうに私は思っているわけであります。

この地元の皆様方のお怒りというのは十分理解できるわけでありまして、今回新規採択で

きなかった理由を県は主に財政の問題を理由に上げておられます。これが報復であるか報復

でないか、これはもう今の段階で責任ある立場としてどちらとも談じるわけにはいきません。

ただ、私はこの問題を考えた場合に、あっと思うことがありました。それは新幹線問題、あ

るいは経営分離の問題、あるいは第三セクターの問題、あるいは県が示している振興策の問

題、こういうものについてであります。私は、あるいは私たちは県が示している三セク案、

あるいは振興策について、例えば、三セク案でいいますと、県がずっと責任を持って、半永

久的に責任を持って運営するからいいじゃないですかと、あるいは振興策についても県が必

ずこれは実行しますよと言っておられます。そしてまた、新幹線推進派の人たちもそういう

ことをですね、県の受け売りかどうか知りませんけど、言っておられるわけです。しかし、

私はあるいは私たちは、将来に対する保証は何にもないじゃないかということを言っている

わけです。こういう切り口でいえば、そこが対立点ですね。将来に対する保証は何もないじ

ゃないですか。いみじくもこの中山間地域総合整備事業でこれが露呈してきたと思うんです
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ね。ずっと地元とも約束をしながら、地元受益者と市と県と一体になってこの準備をしてき

た。しかし、いざ採択するかしないかという段になって、お金がないから採択できませんで

したと、こういうことはあり得るんですよ。お金がないからと言われたらどうしようもない。

第三セクターの半永久的な県が責任を持った運営にしろ、振興策の実現にしろ、国がうんと

言わんやった、あるいは県にお金がないからできませんでしたと、いみじくもここに露呈し

てきているじゃないですか。このことを私は言っているんです。

古川知事が約束を守らんとかなんとか、そういうことのレベルじゃないんです。行政とい

うのは刻一刻一刻変わってきます。特に財政状況というのは、今の国の方針でいいますと、

ますます苦しくなっていきます。そういうときに私たちに約束したことが本当に果たせるか

どうかということは、結局何にも保証がないじゃないですか。しかし一方、我々が経営分離

に同意をするというのは一言で済むんです。これはずっと生きます。いや、あのとき同意し

たけど、これはチャラにしてくださいと、同意というのは引っ込めます、これはもう絶対き

かないんです。こういう関係にあるんですよ、同意する・しないというのは。だから、こう

いう経営分離に同意する・しないというのは、もっともっとやはり私と反対の立場をとる人

たちにも、県が言いよるとに市長は何て言いよるかと、理由、根拠というのはそれいっちょ

でしょう、言っておられることは。そうじゃないんですよ。

それから次に、市長選出馬についてであります。

一言で言いますと、現在まだ模索をしている、結論は出ていないということであります。

一昨日も申しましたように、確かに常識的に考えて５選というのはやっぱり長いと。私自身

がそれは一番感じております。そういうことで、私の、あるいは私と一緒に今までこの経営

分離に反対し続けて一緒に活動して運動してくれた人々の思いというのは、そうはいっても、

長崎本線の存続というものは今後も続けていかなければならないと。このいわば二律背反す

るような問題をどこでどう結論を出すか、私自身は、もう天の神様が長崎本線存続にとって

何が、あるいはだれが一番いいかというのは、結局、天の神様が決めてくれるだろうと、そ

ういう澄み切った心境でおります。

早晩、それは審判が下されるであろうというふうに思っております。その審判どおりに私

は天が命じたことということで、その後の行動を決めていきたいと、こういうふうに思って

おります。

○議長（小池幸照君）

北村企画課長。

○企画課長（北村建治君）

私の方からは、第４次総合計画におけるまちづくりについての御質問にお答えをしたいと

思います。

まず、現在の第４次鹿島市総合計画は、平成13年度から22年度までを計画期間といたしま
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して、現在これを基本にさまざまな施策を実施しているところでございます。総合計画は御

存じのとおり、基本構想、基本計画、実施計画から成っておりまして、この中の基本計画に

つきましては、中間地点で必要に応じて見直しを行うということになっているところでござ

います。そういうことで、この５年間の特に合併問題を含めた地方分権の進展、あるいは情

報化の進展、そしてまた、特に財政状況の大きな変化ということがあったことから、この中

間地点で市といたしましても見直しが必要であろうということを決定したところでございま

す。

そこで、現時点では庁内でまとめました諮問案について、総合計画の審議会に昨年諮問を

いたしまして審議を行っているところでございます。この審議につきましては、今月の20日

ごろには答申がなされる予定となっておりまして、現在まだその経過中ということで、詳し

い中身については具体的にお話ができない状況となっておるところでございます。当然、産

業の振興とか、あるいは中心商店街の活性化、あるいは新幹線の位置づけについても諮問案

の中に含めておりますが、先ほど言いましたように、その経過、そしてまた内容については、

そういった面を整理した後に皆様方にはお示しをしたいというふうに思っております。

ただ、長崎本線の位置づけでございますけれども、市としましては、これまでの第４次総

合計画の中でも明確にその位置づけというのはしておりますように、そしてまた、今回の市

長演告の中でも申し上げましたように、鹿島の振興、あるいは市街地の整備、それから人口

対策、企業誘致などの重要なキーワードであるということはこれまでと変わりないというふ

うに思っているところでございます。

以上です。

○議長（小池幸照君）

小野原教育長。

○教育長（小野原利幸君）

学校教育関係で４点についてお答えをいたします。

まず、１点目ですけど、地元の高校が定員に満たなかったということについての考えを

承ったわけでありますけれども、今年度は市内の二つの高校だけでなくて、県内の主として

普通科の高校にそういう傾向が見られたようであります。明確な要因等については定かでは

ありません。

ただ、鹿島高校の場合、御指摘のとおり、１学級増ということで募集定員があったわけで

すけれども、その理由は、いわゆる藤津・鹿島地区ですかね、今は２市１町ですかね、そこ

の地区の中学校卒業見込み数が22人増ということでの定員増になったというふうに聞いてお

ります。ところが、市内でいきますと、西部中、東部中の場合、昨年に比べまして今年度の

卒業生が40名減なんです。しかも、ここ数年の受験率を見てみますと、昨年までとほぼ変わ

りません。したがいまして、学力面というよりも絶対数の減というのが大きな要因であろう
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というふうに思います。

予備調査の段階でどうも定員に満たなそうだという状況がありましたので、当然私たちと

しても働きかけを試みたわけでありますけれども、学校の実情としてはやはりかなり早くか

ら志望先というのは確定をしていたというような状況があります。学力的に見ても十分可能

な生徒でも、最近は県内外の専門高校、あるいは私立高校も含めまして、多様な選択の幅と

いいますか、そういうことで、こういう流れは昨今の特徴でもあり、現状であったというふ

うに思っております。

２点目の総合学習の成果でありますけれども、もともと総合学習というのは、国語や算数

などのいわゆる教科の学習では得られない、カバーできないような、いわゆる地域の学習と

か、あるいは環境の問題とか、こういうことに関することを初めとして、体験とか緩急的な

活動、これを通していわゆる生きる力の素地を培うということで創設されたものであります。

問題点もありますけれども、それぞれ学校は工夫をして成果も上がっておりますし、それぞ

れ私ども集約をしているところであります。

その中で、あえて成果として大きなくくりで二つほど申しますと、一つは、学習の基盤と

いうのは、やはり自分で何とかしようとする力ですね。問題解決力と言いますけれども、こ

れが学年を追うごとに培われているというのが私は実感として持っております。もう一つは、

地域の人材を活用するという、今までになかった学習形態ですね。こういうものが取り入れ

られたことによって、例えば、地域の人との触れ合い、あるいはふるさとに対する思い、こ

ういうことが教科学習では得られない成果として見出されたというふうに思っております。

３点目の総合学習の導入前と後では学力はどうなったかということであったと思いますが、

御承知のとおり、平成14年度から完全実施になったわけでありますが、いわゆる全国との比

較可能な標準学力検査というのがございます。あるいは、県内での比較可能なといいますか、

状況がわかる県立高校の入試結果等がございます。こういう客観的なデータからいたします

と、導入前から余り変化はないようでありますし、むしろわずかではありますが、上向きに

あるというのが昨今の状況であります。したがいまして、市内の子供たちのいわゆる基礎的

な学力ということにつきましては着実に伸びてきていると、いわゆる安定傾向にあるという

ふうに私はとらえております。

４点目の鹿島高校の定員増について、管内の中学校と高校との協議等はなされたかという

ことでございますが、御承知のとおり、県立高校でありますので、学級編制とか定員等の決

定はあくまでも県教委の判断で行われるものでありますので、中学校側といいますか、市町

村にはそのようなかかわりはありません。なお、年間を通しての中高の連携となりますと、

高校の紹介であるとか体験入学、あるいは説明会等を企画するなどして、中学、高校それぞ

れの工夫、あるいは計画に沿って連携を図っているという実情であります。

以上です。
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○議長（小池幸照君）

中村生涯学習課長。

○生涯学習課長（中村博之君）

私の方からは社会教育の関係で２点お答えいたします。

まず１点目は、地区公民館の民間地域委託計画と生涯学習センターの指定管理者制度への

移行についてであります。

財政基盤強化計画で地区公民館は平成20年度から地域に運営全般を委託することになって

おります。その母体につきましては、今後の地区で運営方法とか組織を検討していただくこ

とになると思います。

今後のスケジュールですけれども、平成18年度はまず内部で検討をしたいと思っておりま

す。これにつきましては、早速３月から始める予定です。そして、後半になりますと、地元

の方と協議、合同の運営検討委員会みたいなものをつくってやっていきたいと思っておりま

す。それで、平成20年度からは地区で運営ですけれども、その際には指導、助言といいます

か、そういったことで地区担当を中央公民館なり、そういったところに配置をすることも考

えなければいけないと思っております。

それから、生涯学習センターにつきましては、平成21年度からを予定しておりまして、こ

の母体、受け皿につきましては、今進めております鹿島市民立学習大学を予定しております。

平成18年度から20年度までの３カ年の計画づくりを新年度になったらやりたいと思っており

ます。そのための全面委託のためのプロジェクトを立ち上げる予定であります。年次ごとに

学習事業なり、いろんなものを市民立大学の方に移して、21年度から建物の管理を含めたと

ころでの指定管理者制度というふうに予定をしております。

２点目が地区公民館が果たしている役割についてであります。

現在、鹿島市には中央公民館と６支館、いわゆる地区の公民館があります。この公民館の

業務につきましては、大きく二つあります。まず１点目が社会教育法第22条に規定する事業、

これは全国共通するものでありますけれども、もう一つ、鹿島市に特徴的なものとしまして、

地域振興に関することというのがあります。鹿島公民館以外はこの地域振興に関することが

主体になっております。

公民館とは一言で言いますと、地域づくりの拠点でありまして、またその事業の範囲とい

うのが大変広いということから、生涯学習、あるいは社会教育の百貨店といいますか、コン

ビニエンスストア、そういった言われ方もしております。公民館の事業は地域の実情に応じ、

実際生活に則したものというふうに社会教育法に表現されておりますけれども、特に学校と

地域とのかけ橋としての公民館というのがあると思っております。学校との連携、学校週５

日制、総合的な学習の時間とか奉仕体験活動、そういったものがあっております。学校との

連携でいいますと、例えば、浜ですと、たこづくりの３世代交流とか浜川観察会、そういっ
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たものが行われておりまして、家庭、学校、地域の関係で重要な役割を果たしているのが公

民館だと考えているところであります。

以上です。

○議長（小池幸照君）

７番中村雄一郎君。

○７番（中村雄一郎君）

それでは、２回目の質問をさせていただきます。

まず冒頭に市長選挙のことに関して取り上げさせていただきますけれども、きょうの段階

でも、まあ一昨日から２日しか経過しておりませんので、やむを得ないのかなということは

感じますが、今模索をしている、結論は出ていないということで、天の神様というお話をさ

れましたけれども、私は天の声というのは市民の声だと思います。その市民の声が市長にど

のような形で届いているのか、これは長崎本線を存続してくださいという声は、市長の方に

届いていると思いますので、その意思を持った方が出馬をされるということが最大化という

ことで、そのような意味での模索をいろいろ続けてこられたと思いますけれども、長崎本線

存続の意思を継いでだれが出るのか、３月議会の一般質問というのはきょうで終わりです。

今後３月議会は24日まであるわけですけれども、いつどの段階ぐらいまで結論を出そうと市

長は考えていらっしゃるのか、それについてお尋ねをしたいと思います。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

これは何回も申し上げていることでありますが、私、あるいは私と方向を一にする人たち、

この方向性、あるいは思いを完全に最後まで引き継いでくれる人があれば、それがベストだ

というふうに思っております。そのことを今模索をし続けております。今申し上げたことを

大前提にして今模索をしているわけでありますので、このことが結論がイエスと出るのか、

ノーと出るのか、これが結論がはっきりしない限り、次の志向といいますか、模索には入れ

ない、こういう状況ですので、できるだけ早い時期にというふうには思っておりますが、い

つになるということは今の段階で予測がつきません。

○議長（小池幸照君）

７番中村雄一郎君。

○７番（中村雄一郎君）

今の段階でいつになるかわからないということでございますので、できるだけ早い段階で

取りまとめをしていただいて、結論を出していただきたいと思います。

それでは、長崎本線存続に関しての各論に入っていきたいと思いますが、古川知事が１月

１日の佐賀新聞、今、佐賀新聞では新・田舎主義ということで連載をされておりますけれど
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も、その冒頭の元旦の記事の中で、佐賀県のことを小ささではなくほどよさを訴えていこう

ということで、このようなことを言われています。「「ときどき」「たまには」という発想

が出てくるが、それは福岡に任せればいい。高い物価と汚れた空気という負の部分を負うこ

となく、買い物やコンサートを楽しむことができる。しかも１時間足らずで行ける。いつも

都会にいたい人もいるだろう。でも日ごろはゆったり暮らし、時々、非日常を楽しみたい。

両方ができる「ほどよい位置」に佐賀はある」、というようなことを言われています。これ

はまさに市長がかねがね言われてきた大いなる田舎づくりそのものではないかと思うわけで

すけれども、これが鹿島市が目指してきた道であり、第４次総合計画の大きなキーワードと

なると思いますけれども、このことに関して知事も同じようなことを言われて、現在も佐賀

まで30分ですね。佐賀県のほとんどのところが福岡都市圏から１時間か１時間ちょっととい

うような位置にあるということで、取り立てて新幹線をつくらなくても、現状でも同じよう

な形で私は十分考えられると思います。逆に新幹線ができた場合に、この鹿島地域というの

は１時間半圏内になってしまうということで、この構想から大きく取り残されてしまうんで

はないかというような気がいたしますが、これに関しての所見をお願いしたいと思います。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

市長に就任をしましてから、いろいろ私なりに鹿島市政の旗印を何をもってするかという

ことを考えまして、まずメーンポールには人が輝くまち鹿島、行政の最終目的はやっぱり人、

すなわち住民の皆さんの生きがい、幸せづくり、安心づくり、こういうものであると。そし

てまた、橋をかけます、道路をつくります、体育館をつくりますと、これはその最終目標に

到達するための一次通過であると、手段であると、こういう位置づけをしました。そして、

そのサブタイトルに大いなる田舎づくりをしますということを申し上げてきました。つまり、

今現在、ここ数年、少しそのことを整理していっておりますが、市街地はほどよい都市機能

を充実させる、それ以外は自然環境をできるだけ保全をしていく、そして全体を地方文化と

いうものでくるんでいく、こういうのが私の大いなる田舎づくりの概念であります。いつか

この議会でも紹介したと思いますが、ある方が申されました。都会の生活は義務の生活であ

ると。しかし、その方いわく、農山漁村と言っておられますが、ここでいう田舎の生活とい

うのは人間にとって権利の生活であるということも皆様方に御披瀝をしたというふうに思い

ます。

議員申されますように、鹿島市という位置、ポジション、これは対佐賀、あるいは対博多、

こういうことから見ても一番それが実現しやすいポジションにあるんじゃなかろうかという

ふうに思いますし、一貫してそのポジションを意識しながら鹿島市の持てる能力、つまり自

然が豊かである、あるいは人々が非常にまだ粘着力を持ってお互いに助け合いながら生きて
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いる、こういうものを生かしたまちづくりを私は主張してまいりました。その幾つかのこれ

を実現するために不可欠なものがありますが、その幾つかの一つが重要なものがやっぱり長

崎本線だと思うんですね。私は、この長崎本線というのは、全国のＪＲの幹線鉄道網と直結

をしている、しかも特急列車がとまると、これは先ほど申した私のまちづくりの理念に不可

欠なものでありますし、そしてまた、私たちの持っているポテンシャルエナジーといいます

か、位置エネルギーですね、このことについてもやっぱり幹線鉄道と直結をしている、ある

いは特急列車がとまると、これは企業誘致にとっても、あるいは訪れる人にとっても、それ

から鹿島から佐賀、博多に行く地元の人々にとっても、あるいは日常の通勤、通学の利用者

にとっても、これは絶対なければならない要素、これがなくなったら根底から鹿島市のまち、

あるいはまちづくりが崩れてしまうと、こういうことを考えております。

○議長（小池幸照君）

７番中村雄一郎君。

○７番（中村雄一郎君）

この新幹線の問題は平成３年か４年ぐらいから表面化をしてきたということで、市長は16

年間の市長としての任期中はほとんどがこの闘いであったというような総括をされたわけで

すけれども、もしこの問題がなくて、長崎本線がずっと存続をしていくというような形で来

ているならば、この16年間の施策の中でもう少しやり方があったろうというふうな思いを今

持っているところであります。

次に、佐賀県との期成会の協議についてお尋ねをしたいと思いますけれども、先日、土井

県議がこの協議についての質問をされました。その中で、知事はあるインタビューの中で答

えられたのは、市長選の後というような言い方をされておりましたが、土井県議の質問のと

きには、再開を知事は求めていると、鹿島市に求めているけれどもというような言い方をさ

れて、あたかも期成会が応じないような言い方をされておりますが、この辺はいかがでしょ

うか。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

これは我々の方が再開を求めているわけです。もちろん協議は続けたいと、ここではっき

り私の方向性を示しておきたいと思います。それで、結局、事務レベルではなかなか解決し

ないということで、副知事と私の、いわばトップ、あるいは準トップ会談をしましょうとい

うことでやりました。そして、今までのことについては、私の方も言い過ぎがあったでしょ

うと、県の方もやや約束違反的なこともあったでしょうと、しかし、それはもうお互いに認

めながら、今後はそういうことがないようにやっていきましょうやということを確認できれ

ば、一つ一つ細々したことは私は言いませんよということを申し上げているんです。そのと
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き申し上げました。しかし、それに対して県が応じられないという態度ですので、私はその

段階では少なくとも協議に応じる気持ちがあられないなというふうに判断をしたわけであり

ます。もちろん、その時期は太良町を取りつける一生懸命の時期で、私たちの協議どころじ

ゃなかったかもわかりませんが、私の方はいつでも、もう個々のことを上げつらってどうの

こうの言うより、お互いに、特に副知事と私の信頼関係を取り戻して、今後は約束に違反す

るようなことは余りすんみゃさと、私の方もオーバーヒートしてちかっと言い過ぎのところ

もありましたので、そういうことはもうなかようにしますからと、これで再開できると思う

んですよね。私はそういう考えであります。

○議長（小池幸照君）

７番中村雄一郎君。

○７番（中村雄一郎君）

この件に関しては相互の言い分が全く違うわけでございますけれども、やはり６項目の協

定の中にもあるように、誠意を持ってお互い協議に臨むというようなことがありますので、

協議はぜひ続けていただきたいというふうに考えます。

その協議を進める中で、もう一つ、期成会で１月24日に新幹線整備推進会に対して質問状

を出しておられます。その内容は、県が示されております振興策の中での有明海沿岸道路に

ついての国との協議の内容と結果について、あるいは鹿島～武雄道路に関しての、これも国

とのすり合わせの結果について、それから長崎ルート建設費以外の各種事業費の総額と県の

負担額等々について質問状を出しておられますが、これに関しては県からの回答はどのよう

になっているんでしょうか。

○議長（小池幸照君）

北村企画課長。

○企画課長（北村建治君）

お答えをいたします。

先ほどの御質問につきましては、県の方からは協議再開をお願いし、そしてまた、その中

でそのようなことはお話をしたいという申し出は一度口頭でございました。しかしながら、

先ほど市長が申しましたように、私どもといたしましては、その前段であります確認事項の

一定の整理ですね、これが先決ということを繰り返し要望をしてきているところでございま

す。

○議長（小池幸照君）

７番中村雄一郎君。

○７番（中村雄一郎君）

あと国との関係についてちょっとお尋ねをしたいと思いますけれども、先日、大串代議士

が予算委員会の中で改めて着工の同意のことの再確認をされている情報を得ましたけれども、
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その件に関して市としてどういう情報を得ておられるのか。知事もすべての市町の同意がな

ければというようなことを言われていますので、そういう面ではあくまで国の考え方も変わ

っていないということを確認していただいたというふうに受け取っていいのではないかと思

っておりますが、それに関して所見があればお願いしたいと思います。

○議長（小池幸照君）

北村企画課長。

○企画課長（北村建治君）

お答えをいたします。

先ほどの御質問は大串代議士が予算委員会の中で質問された、その内容についてでござい

ましょうか。（「内容確認」「どう受けとめているか」と呼ぶ者あり）はい、わかりました。

この件につきましては、私もインターネットで、ちょっと時間が許す間コピーをしており

ましたが、主には次の４点についてお尋ねがあったものと思っております。

一つは、長崎ルートの並行在来線の経営分離に関する同意の確認であります。これにつき

ましては、以前、17年の３月ですか、国土交通委員会の中で答弁された、一つでも市町村の

同意がない限りは着工しないと、あり得ないということの確認、これについてはこの中でも

変わりはありませんという答弁をいただいているところでございます。

それから、２点目が17年度に引き続き18年度も10億円の予算がされたのはなぜかというよ

うな御質問だったと思います。これに対して鉄道局長の答弁は、地元の協議が調った場合に

速やかに着工できるように予算化をしていると。19年度以降の予算をどうするかは未定であ

る。佐賀県の努力などを踏まえ、そのときの状況を見て将来の予算要求の過程で適切に考え

ていくというようなことを答弁されております。

３点目が、フル規格になるかという御質問でございますが、これに対しては、鉄道局長は

平成16年12月の申し合わせ事項で決定された内容に従って整備をすると。平成16年12月の申

し合わせ事項においては、整備方法はフリーゲージトレインとなっている。佐賀県からはフ

ル規格化することは考えていないと聞いているという答弁でございました。

次に、４点目が道路整備予算について国はどれくらい約束できるのかという質問に対して

は、道路局長の方から佐賀県広域道路整備基本計画への位置づけや佐賀県、長崎県で地域整

備のあり方や社会資本整備のあり方を検討されていると聞いている。将来的な予算措置はこ

れらの検討を踏まえ、毎年度決められていくことになると、以上のような答弁がなされたと

いうことを確認いたしているところでございます。

○議長（小池幸照君）

７番中村雄一郎君。

○７番（中村雄一郎君）

次に、３月１日号の市報に若者の定着率のことと、それからそのうち国が最終判断、見切
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り発車をするのではないかという心配というような形で市民の皆様へ、検証その２というこ

とで市報が出されておりますが、これによりますと、その若者の定着率の出し方で、佐賀県

があたかも鹿島が一番悪いような印象を引き出すような形で、作為的かどうかわかりません

けれども、昭和62年の当時の国勢調査によりますと、10歳から14歳、あるいは15歳から19歳、

20歳から24歳、三つの段階での調査結果があるようですけれども、確かに62年当時、10歳か

ら14歳だった人たちは平成12年の調査によりますと、15年後が 62.68％、県内７位であった

と、その分だけを出しておられますけれども、実際は15歳から19歳の皆さん方、15年後30歳

から34歳でございますけれども、そこは 76.81％で県内６位、20歳から24歳だった方々の15

年後、35歳から39歳は109.45％、これは20から24歳というと、大学等に出ていらっしゃる方

がいらっしゃるんで、逆に 100％を超える率になるわけですけれども、109.45％で、ここは

県内４位だったと。データがいろいろある中で一番悪い部分だけを抜き出して、県は、今で

も説明をされているようですけれども、この市報を出された後ですね、１回目のときには県

の方から鹿島市の考え方に対しての何か答えがあったみたいですけれども、このことに関し

ては県の方から何も言ってきておりませんか。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

通常、私どもで反論ないし主張をしますと、必ず県からはリアクションがあります。この

ことについては全く反論もリアクションもございません。

○議長（小池幸照君）

７番中村雄一郎君。

○７番（中村雄一郎君）

ということは、県も認められたというふうな解釈をしていいのかなというふうに思います。

それと、新幹線問題は最後にいたしますが、前回、12月議会の中で国や政府・与党への

働きかけ、佐賀県はそのような形で今県内の周知徹底を図るためにいろんなことをやられて

いるわけですけれども、そのようなことをやった方がいいのではないかということで、ほか

にもそういう意見を言われる方もおりましたが、今後のやり方として、やはり鹿島市も指を

くわえているだけじゃなくて、いろんな形で動いていかなきゃならないと思うわけですが、

国等への働きかけ、それと前々から言われておりますけれども、公開討論会を全県的な形で

県民の皆さん方の前でやった方がいいんじゃないかというような話も出ておりました。今後

の運動展開としてどのようなことを市長は考えておられるのか、お尋ねをしたいと思いま

す。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

鹿島市議会会議録

－１６７－



○市長（桑原允彦君）

私は、この一連の県との協議というものはもう大まかこれで、ほか余り材料ないだろうと。

あとは県内の県民の皆さんに対する私どもの考え方、あるいは県の考え方をそれぞれをどれ

だけ浸透させていくか、あるいは中央の政府、国会、こういう方面にどういうふうに働きか

けをしていくか。それから、中央のマスコミです。週刊誌等でも取り上げていただくように

なりましたし、今回、テレビで二、三、いわばメジャーのテレビ番組で取り上げていただく

ということにも決定をしておりますし、いよいよこの整備新幹線問題がそういうレベルの話

になってきたかなと。

この整備新幹線は今までは全国どこでも待望していると、みんなそれを思い込んでいたわ

けですね。初め私たちがこれについて反対をしている、あるいは経営分離に反対をしている

ということで中央のマスコミも、何で新幹線に反対する人のおってやてというふうな入り方

だったんですね。ところが、実情をずっと把握されるにつれて、我々の主張というものも大

きく理解をいただいたというふうに思っております。つまり、どういうことかといいますと、

この整備新幹線というのは、早晩、私たちのこの長崎ルートの問題にぶち当たっているんだ

と思うんですね。それはどういうことかといいますと、整備新幹線の整備というのは、当然

プライオリティーの高いもの、つまり有効性の高いものから着手をしていきます。その有効

性が低くくなるにつれて、本当にこういうものを巨額の費用を投じてまでやらにゃいかんか

ということは、早晩出てきている問題だと。しかも、長崎ルートというのは、本当に今回３

線同時着工区間に入るだけのプライオリティーがあったのかと。これは真偽のほどはわかり

ませんが、原子力船むつの寄港と同時にこれが約束をされていたから整備新幹線として、こ

の段階での長崎ルートの着工区間というのはなかったんじゃないかということも言われてお

ります。

そういうことをかれこれ、やっぱり中央の議論にさらさなければいけないと思うんですね。

あるいは今後、整備新幹線がずっとプライオリティーの低いものにやっていった場合に、本

当にこれが今後も継続をしていくのかと、やっぱりそこなんですね。我々の血税を使って、

もっと大きく言えば、公共事業に対する納税者の目が今非常に厳しくなっておりますので、

こういうレベルの話を今から我々はやっていくべきだというふうに思っております。

協議は協議として続けるということは先ほども申しました。しかし、今度後は県内の主要

地でも何カ所か知事と期成会との間で公開討論会をしましょうという提案をしております。

まず手始めに県と佐賀市でやりましょうということを申しておりまして、これは今県の方で

検討していただいているというふうに思います。正式な返答というものはあっておりません

がですね。つまり、私たちの経営分離の反対、あるいは長崎本線を現状のまま存続をやって

いくんだと、こういうものは次々にやっぱりそういうもっと広い県民、あるいは国民に訴え

るべき段階に来ていると、こういうことで認識をしておりますので、今後はそういうレベル
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の話をやっていくべきだと、こういうふうに思っております。

○議長（小池幸照君）

７番中村雄一郎君。

○７番（中村雄一郎君）

それでは、次の問題に行きたいと思います。

学力、総合学習、ゆとり教育の関係ですけれども、先ほど教育長の方から総合学習の成果

が非常に上がっているということで、学力も導入前と導入後、変化はない、上向き傾向にあ

るというようなことを御報告いただきましたので、そういう面では安心をいたしました。

ただ、高等学校との連携の問題で、確かに学級編制等、そういう面では県教委がされます

ので、そこに口を挟むことはできないと思いますけれども、いろんな意味で地域の高等学

校 高等学校とは鹿島・藤津地区を鹿藤地区というふうに言われますが、鹿藤地区の高等

学校と鹿島・藤津地区の中学校、いろんな意味で連携というものは必要ではないかというふ

うに考えます。これは以前にも申しましたけれども、この地区では部活動が非常に盛んで、

強い競技がございます。そういう優秀な選手の方々がたまたま地元にクラブがないためにほ

かの学校に行かなきゃならないというような状況もありましたけれども、少しは是正をして

まいりましたけれども、そういう面、あるいは学力の面でも何らかの形での提供をしながら

やっていけたらと、そういう仕組みづくりは御検討できるようであれば検討していただけれ

ばというふうに思います。

子供の安全についてお尋ねをいたしたいと思いますけれども、現在、鹿島市の場合は明倫

小学校の校区では任意の方々、これは本当に自主的なことだそうですけれども、子供を見守

り隊という腕章をつけて、自分たちが出れる時間帯に出て、子供たちの通学、主には集団下

校をしておりますその時間帯に合わせて見て回るようなボランティアでなさっているという

ようなことがありますが、伊万里、あるいはそのほかの佐賀市、白石町あたりでは組織的に

展開をされているようなところもあるようです。それともう一つは、集団下校をする中で、

どうしても集団下校いたしましても最後は１人になるわけですね。その１人の生徒が何百メ

ートル１人で帰るかという調査を、白石町は全町的に調査をなさったようですけれども、鹿

島市ではお聞きするところ、そのような調査はまだやったことないということですけれども、

鹿島市としてそのような調査、あるいは今後の子供見守り隊的な組織を行政として指導して

いく考えがあるのかどうか、お尋ねをしたいと思います。

○議長（小池幸照君）

中橋教育次長。

○教育次長（中橋孝司郎君）

中村議員にお答えいたします。

先ほど質問の中で子供が下校する際１人になる時間帯、距離というふうな調査をしたこと
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があるかということでございますので、これについては調査をいたしております。それで、

各学校ともほぼ毎日２人以上で下校するというふうなところで、鹿島小学校では大体99％程

度あります。それで、小学校のトータルでいきますと、75％程度が大体２人で帰っていると

いうことで、あと 100メートル以上を１人で帰る時期があるかどうかという調査までしてあ

ります。ここでは、小学校の平均でいきますと16.9％の子供たちが 100メートル以上１人で

行く距離があると。その中で、時々保護者等が車で迎えに来てもらっているというふうな事

例が31.8％というふうなことで、小学校については出ております。

それで、先ほど組織的にそれらを守る組織づくりの計画があるかということですけれども、

これについては、先日もお話をしましたように、各学校でそれぞれ取り組みをされておりま

して、先ほど議員申されます明倫小学校については 100名程度のボランティアでしていただ

いています。ここにおります藤家教育委員長も毎朝子供たちを連れていっていただいており

ます。こういう組織を各学校とも今設立をしようと呼びかけを行っているところでございま

す。

○議長（小池幸照君）

７番中村雄一郎君。

○７番（中村雄一郎君）

教育委員長も取り組まれていると、実は教育委員長がそうやってやられているところを車

で通るときに見ましたので、明倫小学校はどういう形でやられているのかなということを先

日お尋ねしたところでございました。これはやっぱり事前に周囲がそういう目を向けること

で防止ができればということですので、各学校等の取り組みもあろうかと思います。その学

校等、あるいは地域等からも市の方に要望事項も上がってくるかと思いますが、前向きにそ

れには対処していただきたいと思います。

それと、防犯ブザーに関してはほとんどの生徒が持っているというようなことは過去に御

答弁をいただいておりますが、最近ではキッズ携帯というものが非常に評判になっておりま

す。この携帯電話に関しては、鹿島市内の学校ではまず所持すること自体禁止をされている

んじゃないかと思いますけれども、県内では唯一武雄中学校は防犯面で学校から距離のある

生徒に限って学校に持ち込みを許可するというような許可制度をとられているようです。今

まで携帯電話は悪い面だけ前面に出ておりましたけれども、今後その防犯ブザーを兼ねたよ

うな携帯も出てくる、それと価格的にも安いものが出てくるようなお話も聞いておりますが、

この携帯電話については鹿島市としてはどのような見解をお持ちなのか、お尋ねをしたいと

思います。

○議長（小池幸照君）

中橋教育次長。

○教育次長（中橋孝司郎君）
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お答えいたします。

先ほど防犯ブザーについてでございますけれども、このことについては、大体市内の小・

中学校の女子については全部支給をしています。男子はそれぞれ小学校が全部持っておりま

すので、持ち上がりという形で、今のところ中学校の１年生まで今持っているという状態に

あります。中には紛失したりなんかありますので、その分は再度補充をするようにという指

導も行っているところでございます。

それから、携帯電話につきましては、これは県内の生活指導の担当の先生方の連名なんで

しょうけれども、基本的には持たせないというふうな方向が出ているようです。しかし、先

ほど議員申されますように、保護者の方から安全のためにということで申し出が出た場合は

仕方がない部分もあると思いますけれども、中にやっぱり議員申されますように、携帯電話

自体が、じゃそのことについてはいいんでしょうけれども、別の面での犯罪を助長するとい

うのも否めない部分もございます。だから、その辺も指導しながら進めていきたいというふ

うに思っています。

○議長（小池幸照君）

７番中村雄一郎君。

○７番（中村雄一郎君）

ただいま携帯電話に関しては、安易に許可をすると、子供たちですから間違った形での使

い道等もやりますので、慎重に対処していただきたいと思いますが、今時代が大きく変わっ

てきているということで、検討はしていただきたいというふうに考えております。

次に、地区公民館の地域委託の件に関してお尋ねをいたしますが、地区公民館の果たして

いる役割、あるいは今回の財政基盤強化計画の中で地区公民館を民営化するということに関

して今お答えをいただきました。従来、コミュニティーセンター化を模索されてきたわけで

すけれども、時期尚早ということで今日まで若手市議の皆さん方が各公民館とも非常に頑張

っておられます。そのおかげで地域力、地域のいわゆる地域振興に関することに関しては高

まりが出てきたんじゃないかというふうに私も感じているところでございますが、それぞれ

地区公民館で、例えば、それぞれの地区の振興会、体育協会、防犯協会、それから子供クラ

ブですとか、交通対策協議会ですとか、いろんな事務局を今預かっていらっしゃるような現

状ですね。そういう事務局を預かりながら地域振興に非常に寄与をしていただいているとい

うようなことで、その機能が停滞しないような形での要員の確保をしていかなければ、それ

ぞれの地区で採用という形でされていくわけですけれども、新たに採用された館長さん次第

で地域振興が進んでいく場合と停滞する場合、いろんなケースが出てくると思います。それ

ぞれ格差が出てくるような可能性もありますので、今後、そのような形で機能低下をしない

ような体制づくり、要員確保についてはどのようなお考えをお持ちなのか、お尋ねをしたい

と思います。
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○議長（小池幸照君）

中村生涯学習課長。

○生涯学習課長（中村博之君）

機能の低下をしないような体制づくりということですけれども、今、主事が１名と書記が

１名の２名体制です。平成20年度からはコミュニティーセンター職員として２名の配置にな

ります。今後ですけれども、各コミュニティーセンターに、仮称ですけれども、運営協議会、

そういったものをまず設置する必要があると思っております。

それから、運営の母体となります、その団体の役員の方とか、コミュニティーセンターの

職員の研修、それからセンター職員の定期的な情報交換会、あるいは研修会、これは中央公

民館との情報交換会も含めてですけれども、そういったことをやっていく必要があると思っ

ております。

それから、最初申し上げましたけれども、コミュニティーセンターの運営がスムーズにい

くためには、平成20年度、最初の年には職員をそれぞれコミュニティーセンターの指導助言

として中央公民館の方に配置をすることも考えなければいけないと思っております。

以上です。

○議長（小池幸照君）

７番中村雄一郎君。

○７番（中村雄一郎君）

ぜひ地域との話を十分にやっていただきながら進めていただきたいと思います。

それから、生涯学習センターエイブルの今後に関してでございますけれども、今後、鹿島

市民立学習大学を指定管理者として委託をされていくような形でお話をされておりますが、

図書館の問題、今の計画では図書館も指定管理者制度にのっかった形で委託をされるような

お考えじゃないかと思いますけれども、図書館というのは収入がないわけですね。その収入

がない部分を民間に移す場合に、支出を削るしかないわけですけれども、じゃ支出を削った

場合に今のサービスが維持をできるのかというような問題が出てまいりますので、図書館を

指定管理者制度という形で民間に委託するのはどうかというふうな根強いそういう反対論も

あるようですけれども、今後、図書館に関しては予定どおり進めていかれる計画なのか、お

尋ねをしたいと思います。

それと、生涯学習センターを指定管理者に委託をされた場合に、中央公民館というものは

そこに置かれるのか、それとも教育委員会の方に持っていかれるのか。中央公民館と地域公

民館の位置づけという問題ですけれども、中央公民館をどこに置かれるのか、その２点につ

いてお尋ねをしたいと思います。

○議長（小池幸照君）

中村生涯学習課長。
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○生涯学習課長（中村博之君）

まず１点目の図書館に関してですけれども、図書館は財政基盤強化計画の中でも指定管理

者制度、市民立大学の中に含めてという一定の方針が出されております。今後ですけれども、

これを進めていく上では、どうしても検討しなければならないところが５点あります。その

視点といいますか、基準を申し上げたいと思います。

まず１点目が市民図書館の目的を効果的に達成するためにはどうあるべきか、つまり住民

サービスの向上に資するためにはどうあるべきかというのがまず１点目であります。

２点目が市民図書館は公の施設というだけではなく、教育機関、地方教育行政法第30条に

いう教育機関であります。そこで、事業の継続性をいかに図るか、この事業といいますのは、

蔵書の構築とかレファレンス、あるいはほかとの連携ですね、そういったものであります。

３点目が公立図書館のサービスは、他の公の施設とは異なりまして、他の図書館などとの

連携とか協力が不可欠であります。そういうのをどうやって保っていくか。

それから、４点目が指定管理者にゆだねる業務の範囲はどうなるのか。

そして、５点目が図書館というのは、図書館利用は無料の原則というのがあります。ここ

がほかの公の施設と大きく異なる点であります。この経済的な利益を期待しにくいというと

ころであります。

以上のような視点、基準を一つずつ整理しながら取り組んでいく必要があると思っており

ます。

それから、２点目が中央公民館と地区公民館との関係ですけれども、中央公民館が今後行

う業務は、まず社会教育事業、青少年対策とか少年体験活動、それから文化財、スポーツ、

人権同和対策、そういったものが考えられると思います。

社会教育の講座などは中央公民館が実施して、地区のコミュニティーセンターに出前とい

う形を今考えているところであります。そして、市民立学習大学はエイブルだけでなく、地

区のコミュニティーセンターを会場とするということも考えております。

さっき申しましたけれども、定期的な意見の交換会、そういったことで中央公民館と地区

公民館との良好な関係を保っていく必要があると思っております。

以上です。

○議長（小池幸照君）

７番中村雄一郎君。時間が参っておりますので、簡潔にお願いします。

○７番（中村雄一郎君）

はい、ありがとうございました。

今の答弁ですと、中央公民館というのは、物がどこかにあるというんじゃなくて、考え方

として中央公民館ということで理解をすればいいのかなというふうに受け取りました。

いずれにしましても、図書館を含めて今後指定管理者制度に移行される場合に、十分な
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議論をされて進めていただきたいと思います。

以上で終わります。

○議長（小池幸照君）

以上で７番議員の質問を終わります。

５分間休憩をいたします。

午前11時21分 休憩

午前11時29分 再開

○議長（小池幸照君）

休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。

次に、15番中村清君。

○15番（中村 清君）

15番中村清でございます。通告に従いまして一般質問を行います。

質問のテーマは、鹿島市の現状と今後の課題についてということでございます。１点目が

合併問題の視点から、２点目が財政問題の視点から、そして３点目が地域振興についてでご

ざいます。３点とも関連するかと思います。

その１点目の合併問題の中で、今、佐賀県の49市町村は次から次へと合併し、最終的には

10市13町になる予定であります。新佐賀市、新唐津市の大型合併はもちろん、嬉野市、武雄

市、神埼市、白石町、有田町、吉野ケ里町の誕生など、鹿島市周辺では太良町、大町町、江

北町のみが合併から取り残されてしまいました。私は、今改めて前の佐賀県知事の井本知事

が在任中に合併問題で一番ネックとなるのが首長さんや議会の反対なんだと言われていたこ

とが脳裏に焼きついております。

鹿島市も１市３町の研究会、２市４町の合併協議会、１市１町、太良町との合併、そして

１市３町への迷走、結果的には合併できませんでした。私は、本市が時代の流れに完全に乗

りおくれ、20年後、30年後の鹿島市民から今の現状を振り返ってみたときに、あの時代の市

長さんや議員さんたちは一体何をやっていたんだと強いおしかりを受けるような気がしてな

りません。いや、おしかりどころか、本当にこのまちが生き残れるのか、心配するわけです。

現在の古川知事も国、県の財政状況のこの厳しい折、合併した市や町の事業を優先的に予算

配分を行うとはっきり明言されております。裏を返せば、合併しなかった市や町の予算は当

然削減するものと思われます。またさらには、市長４期目の出馬のとき、合併問題があるか

ら自分にやらせてほしいといって出馬なさいました。結果的に合併できなかった責任を桑原

市長自身はどう考えておられるのか、お尋ねをいたします。

次に、太良町との合併協議会の資料がここにございます。これはほとんどの方がごらんに

なったと思います。合併した場合、合併しなかった場合ということで、合併した場合は 350

億円の経済効果があるんだと、合併しなかった場合は財政的に行き詰まる、現在のサービス
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維持、建設事業や新規のソフト事業ができない、この状況が将来にわたって続いていく、基

金から繰り入れを行っても状況は変わらない、これは鹿島市と太良町がはっきりこういうふ

うに市民の皆さんに訴えておられます。合併した場合は、現在のサービス維持、建設事業や

新規ソフト事業が実行できる、特に合併後10年間は合併特例債など有利な財政支援措置を活

用して新市まちづくり計画に基づく建設事業など、相当な水準の施策が可能であると。その

結果、住民サービスの維持向上のためには合併の必要性が大きいとはっきり書かれてありま

す。この 350億円を太良町と鹿島市でもし分けるとすれば、鹿島市は 260億円、太良町は約

90億円、この 260億円の予算を20年間で使うとすれば、毎年13億円余りの金が市民の皆さん

の住民サービスや地域振興費にいっぱい使えると、それが吹っ飛んでしまった、このことを

市当局はどう考えておられるのか、お尋ねをしたいと思います。

次に、財政の視点から、ここに都市データバンクという資料がございます。この資料によ

れば、鹿島市は2001年 259位、鳥栖市が52位、武雄市が 210位、それから４年たった一番新

しい2005年のデータですけど、これでは鹿島市は 600位に落ちております。鳥栖市は52位か

ら13位、武雄市も若干落ちて 268位、これはそのまちの安心感、利便性、快適性、富裕層、

住居、いろんな、この１冊を見ただけで、大体まちのデータがわかります。そういう本でご

ざいます。まずそれが１点目。

そして、今の予算総額がどうなっているのか。平成12年、鹿島市146億円です。17年が110

億円、そしてことしの骨格予算約 100億円、ピーク時から46億円減少しております。この状

況はあと10年たてばどうなりますか。また、まちの収入となる国からの交付税、これは全国

的に正直言って厳しいです。平成11年が54億円、これをピークに53億円、50億円、48億円、

44億円、ずっと下がってきて、18年度の当初予算では 3,460,000千円、この７年間の間に約

20億円の減額です。市税の収入はほとんど27億円から28億円、ずっとほとんど変わりありま

せん。

また、県からの支出金はどうか。県との関係をしょっちゅう言われていますけど、県から

の支出金、県も相当鹿島市を応援されています。一番頑張ってこられたときが18億円、県か

らの支出金がありました。そして、17年度が 980,000千円、そして18年度は 590,000千円、

たった１年で実は４億円の減なんです。これは合併しなかった影響かなと、そんなことを

ちょっと考えております。（発言する者あり）そんな笑わんでください。

ただ、基金、借入残高、これは本当に頑張っておられます。14年27億円、15年29億円、16

年29億円、ずっと本当に今の状況で頑張っているなと、これは正直言って思います。借金も

かなり返されて、17年度の決算の予定では 118億円の予定です。

ただ、経常収支比率、この経常収支というのは、普通の方にはわかりにくいかと思います

けど、財政構造の弾力性を判断する指標として用いられ、普通70％から80％で分布するのが

標準とされております。比率が高いほど財政が硬直化しているということになります。それ
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で、平成13年度が88.1％、14年が92.9％、15年が91.6％、そして16年が何と96.8％、ほとん

ど投資に回せる予算がないということです。経常経費、絶対これはかかる96.8％、あと 3.2

％しかないと、これは16年度の決算です。

一方、歳出はどういう状況になっているか。これは私が申すまでもなく、本当に民生費の

増額、福祉の予算をくださいとしょっちゅう言われます、いろんな方々から。その民生費は

どうなっているか。桑原市長がなられたときは 112億円の全体的な予算のうち18億円、予算

に占める割合が16.2％、そのときの高齢化比率が16.4％です。平成９年に今度は18億円の民

生費の予算が29億円、パーセンテージでいえば23％、そのときの高齢化比率が20％、そして

16年の現在、 116億円の予算のうち29％の民生費、34億円です。どんどんどんどんでウナギ

登りをしています。高齢化比率も24％、鹿島市の高齢化社会、４人に１人が65歳以上という

ことです。まずこのことを頭に入れていただきたい。

同時に、住民負担はどういうふうになっているんだ。これは松尾議員や寺山議員も言われ

ましたけど、下水道料金が３月の議会、４月から多分上がると思います。１世帯平均 2,800

円が 3,175円、13％、これは１世帯平均です。そして、介護保険料です。これが佐賀県で一

番高いと言われましたけど、 3,634円から 5,123円、約40％の増となります。おまけに学校

給食費の問題とか国保税の滞納とか、そして市税の滞納状況、いろんなことが数値で出てき

ております。

以上、今まで述べてきたように、鹿島市の財政は急激に悪くなる一方です。収入となる税

制は横ばい状態、国からの交付金は７年間で20億円の減、県からの支出金も合併しなかった

ということで本市は大幅に減っております。住民負担がこれから先増額する一方、私は非常

に厳しい数字を並べましたが、これが本市の現実です。そこで、今の財政状況をどう受けと

めておられるのか、人が輝くまち鹿島と言えるのか、所見をお伺いいたします。

また、地域振興という視点から、まず合併できなかったこと、それに財政状況の悪化、今

まで述べてきた視点から、本市の将来のまちづくり、地域振興を考えた場合、本市単独では

何もできなくなることが予想されます。やはり国や県の支援、協力体制がしっかり整ってい

てこそ、鹿島の未来図が描けるのではないかと思うわけです。

昨年12月、鹿島青年会議所から要望書が出されました。そして、また同じく10月には鹿島

まちづくりについての提言ということで商工会議所から出されました。また、ことし１月に

はＪＡ佐賀みどり、そして鹿島市漁協、そして商工会議所も一緒になって地域振興策をぜひ

お願いしたいという提言書が出されております。桑原市政16年、人が輝くまち鹿島をメーン

テーマにし、大いなる田舎づくりをしたいんだということで大変努力されてまいりました。

私はそのテーマに対しては本当に同感でございます。特に、最初の２期８年間は私なりに評

価する面もあります。しかしながら、あとの２期８年はどうか。県との関係において、養護

学校の建設が塩田へ、保健所が武雄市へ、そして食料事務所、法務局、さらには今後心配さ
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れることは土木事務所、農林事務所がどうなるのか、鹿島市民の間に大きな不安がつきまと

っています。

また、本市の産業分野でも農業所得は70億円ぐらいをピークにことしは50億円を切った。

特にミカン農家は大変です。落ち込む一方です。しかも、農業者の高齢化は2010年で65歳以

上が約70％です。また、商工業の分野で見てください。縫製会社はずっと倒産して激減して

まいりました。私たち産業委員会と建設業との話し合いの場でも、建設会社の人たちは本当

にこの10年前と現在を比べたら仕事が５分の１になったんだということを報告を受けており

ます。また、鹿島駅前を中心にした再開発をすると、商店街の開発をするんだと、すぎや、

ピオを２核モールにした商店街をやりたいということで約30億円投じられました。しかし、

すぎやは倒産です。また、さくら通りも続けて中期的なまちづくりをするんだと言われて約

10億円投入されました。その費用対効果を市民の皆さんはどう思っておられるのでしょうか。

いろいろ数値を並べましたけど、ここに鹿島所得推計結果報告書、14年度版です、一番新

しいやつです。これがございます。その中で、市内総生産の伸び、これ１次産業、２次産業、

３次産業みんな合わせた分です。平成10年度が 824億円、平成11年度が 783億円、平成14年

度が 761億円、こういうふうに完全に落ちてきております。本当厳しい状況です。そして、

市民の所得はどうなっているのか。これも数字を言ったら長くなりますけど、11年が 780億

円です、それが14年度は 745億円、恐らく18年度、今年度はもっと厳しいものだと思ってお

ります。そして、13年度と14年度、一番新しいやつです。昨年度と比べて49市町村の中で市

民所得は何番目か、減少したかふえたか、その数値でいえば49市町村の中で鹿島市は35番目

となっているわけでございます。

以上、述べてまいりましたように、本市の地域振興を今後どのようにして本当に活力ある

まちづくりにされるのか、お尋ねをしたいと思います。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

３点でございますが、合併問題につきましては、昨日も申しましたように、合併できなか

ったのは市長の責任だというふうに申し上げました。当時、財政的に非常にきつくなる、あ

るいは住民サービスが困難になる、これは現状の鹿島市と太良町の水準でそのままいった場

合にはこうなりますから合併が必要ですと、こういう比較でしたね。合併できませんでした

ので、私たちは財政基盤強化計画をして、そして住民の負担をできるだけアップさせない、

サービスも低下させない、そのためには行政がその中の８割を自助努力でスリム化をして、

そしてこういう住民サービスに振り向けて低下しないようにしていくと、その計画を立てて

今実行しているじゃないですか、これをやっていくということです。これが私の責任のとり

方であります。これは現実的にそういうふうに次の対応を考えてやっていくということです。
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これは議会の皆さんも大まか承認いただいていると思います。

それから、財政の問題でありますが、経常収支比率のことを申されました。これは全国的

にがくっとどこでも落ちているんですよ。それは三位一体改革によって交付税が下がる、鹿

島市だけ下がっているんじゃないですよ。これ何編も説明しているでしょう。全国一律にこ

れだけ下がっているわけですから。経常収支比率のことを申し上げますと、ちょっと私ここ

にデータを持っておりますが、まず平成11年が地方交付税が一番多かったときです。地方交

付税というのは、御存じのように、基準財政収入額と需要額の比率ですね。これは基本的に

は要因として少しずつ変化をしてきます、分子も分母も。そのときに予算内容がどうであっ

たか、こういうことが関係してきますが、いずれにしましても、平成11年には交付税がピー

クと。それと、平成16年との対比表をつくってみました。平成11年には経常収支比率が85.8

％、平成16年には96.8％、この85.8％と96.8％の間には11％経常収支比率が上がっておりま

す。これは事実としてあるわけでしょう。申されますように、いわゆる投資その他に回せる

自由度が11％低くなってきたと、こういうことですね。この要因を分析しますと、二つあり

ます。一つは交付税が下がったということ、交付税が平成11年と比べると 563,000千円下が

っております。これで経常収支比率を 6.9％はね上げております。それから、介護保険と社

会福祉関係で、これは平成11年と比べますと 375,000千円ふえております。つまり、これは

経常収支比率を 4.3％はね上げております。都合11.2％ですね。経常収支比率のことを指摘

されました。11.2％はね上げております。つまり、平成11年度と平成16年度の経常収支比率

の比較をしますと、11％上がっていると言いましたが、その要因は国の財政的な政策によっ

て全国一律に交付税が下がってきたということと、社会福祉費、これは介護保険だけ取り上

げてもそうです。こういう介護保険制度がスタートをしたと。この要因で経常収支比率がは

ね上がっているんです。これは鹿島市の自助努力とは関係ありません。国の政策によっては

ね上がったということです。つまり、逆に言えば、介護保険拠出金が 315,000千円、交付税

が下がった分が 563,000千円、これ合計しますと幾らになりますか、 870,000千円は投資に

回せたということです、国の制度が変わっていなかったらですね。８億数千万円といいます

と、16億円から20億円ぐらいの事業ができたということです。それができなくなっていると

いうことです。これは私の言いわけではなくて、全国どこでも起きているんです。このこと

はちゃんと正確に市民にやっぱり示さにゃいかんと、言いわけをしているつもりはございま

せん。その前提でこれは比較すべきです。

それからもう一つ、これは認めていただきましたが、借金ですね。借金は平成12年にピー

クで 138億円、これは当時、議会でも何編でん言うたですね。 138億円をピークにしてエイ

ブルの建設がそのとき、これより上げるつもりはありませんということで、どんどんどんど

ん低くなってきた。平成17年度末で額面で 138億円が 119億円になっております。ただ、こ

の合い中に臨時財政対策債、こういうものを、これは 100％交付税で措置してくれるという
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ことですから、この臨時財政対策債分が20億円あります。これを差し引きますと実質99億円

です。現時点での臨時財政対策債を除く借金の額面が99億円です。このうちの交付税算入率

が鹿島市の場合は61.5％ありますから、正味借金は差し引きますと38億円（ 203ページで訂

正）ですよ、鹿島市の借金は。これだけ鹿島市はよくなってきているんです。ところが、借

金をした段階とこれを払っていく段階とギャップがあります。３年据え置きとか５年据え置

きとかあるですな。こういうことで平成16、17年が一番公債費というのが上がっていきます

よ、したがって経常収支比率も上がっていきますよと、こういうこともかねてから申してお

りました、数年前から。これはもう中期財政計画できちんとあらわれていることです。だか

ら、表面上の数字は今が一番悪いです。しかし、中身は借金は実質38億円（ 203ページで訂

正）ですよ。このことは十分中村議員も御理解いただきたいと。

それで、先ほどの話に続きますが、基金残高も認めていただきました。言われますように、

平成12年29億円、現在平成17年29億円、減っていないですね。これも全国的に珍しいですよ。

一生懸命努力をしたんです。逆に言えば、予算総額が減っていると言われますが、この基金

を取り崩して何か事業をやれば、予算総額ははね上がりますね。基金をことし10億円取り崩

したとしますと、予算総額は上がるでしょう。それと補助金とかなんとかをもらってすれば

かなりの金額上がります。しかし、今一番大切なときだ、あと５年でもとのように、数年前

のように財政的な自由度を確保するために、財政基盤強化計画で５カ年間で25億円を削減し

ていく、これに取り組んでいます。これをやりますと、５年近くなりますと、以前のような

数値に戻っていくと、これはお示しをしたとおりです。だから、合併はできませんでした。

しかし、こういう計画をちゃんと組んで、数年後にはもとのように戻りますと、こういうこ

とを申し上げているわけであります。どうか御理解を賜りというふうに思います。

それから、３番目、地域振興でありますが、ＪＣの要望書、商工会議所、ＪＡ、漁協の要

望書、これは長崎本線の存続が前提ですよ。はっきりこれは聞いているわけですから。ＪＣ

も今年度の理事長は期成会と歩調を同じにして一生懸命自分たちもそれに向かってやります

ということを表明しているじゃないですか。結局、自分たちの振興策を新幹線問題と絡める

ことなく、本来、市と県はどういうふうに考えているのかというのがこの要望書の趣旨です

よ。何か変に、ぎゃんとの出とるけん、経営分離に同意せろんごと、そがん口調で言われて

も、それは全然違うですよ。それはわかっとっていただきたいと思います。

あるいは、県の出先機関にしても、伊万里からもかなり県の出先機関は武雄に行っていま

すよ。しかし、今回、警察は鹿島、本署やったじゃなかですか。だから、あなたが申される

ことを裏返せば、県は何でんしっぺ返しをしよると、知事と談判してくださいよ、そういう

ことならば、議員の皆さんが先頭に立ってやるべきでしょう、私ももちろんそれやりますよ。

あるいは、鹿島駅がなくなったら、スカイロードもさくら通りもないじゃないですか。あ

そがあってこその鹿島市の市街地の活性化ですよ。そういうことを私たちは、今は少々辛い
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ことがあるかもわからんけど、10年、20年、30年というスパンで考えてみた場合は、今我慢

のしどころだということを私はかねがね申し上げているわけでありまして、今の現象を大き

く取り上げる方と、そして、いや我慢をして、先のことのために頑張りましょうというとは、

これはしょせんかみ合わないんですかね。そのあたりの視点によってやっぱり違ってくると

思います。

鹿島市の今後の地域活性化、まちづくりについては、第４次総合計画、10年で組んでおり

ますが、もう今、世の中の変転というのはスピードが早いと、したがいまして、当初から10

年というスパンじゃなくて、５年した段階でまた見直すべき点は見直しましょうということ

で今見直しております。今、現実鹿島が置かれている状況を基本に、これを今後５年をどう

いうふうにやっていくかということを今第４次総合計画、基本計画の中で議論して結論が出

ます。これに沿ってやるということが私は今後の鹿島市の生きていく道だというふうに思っ

ております。

○議長（小池幸照君）

午前中はこれにて休憩します。

午前11時59分 休憩

午後１時 再開

○議長（小池幸照君）

午前中に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。

15番議員の質問を続けます。15番中村清君。

○15番（中村 清君）

合併問題については、財政をしっかり保つことが私の責任のとり方だと、そういうふうに

市長が言われたように私は感じましたけど、なぜ私が合併のことを申し上げるかと申します

と、鹿島市の歴史を振り返っていただきたいと思います。幕末から平成にかけて、佐賀鍋島

藩の中心は佐賀本藩、鍋島藩の本藩でした。そして、唐津小笠原支藩、そして佐賀支藩と言

われるくらい、この佐賀県でも３本の指に入るようなまちでした。私は、２市４町の大型合

併をして、県南西部の中核都市として栄えるのを夢見て合併賛成を投じました。しかしなが

ら、その結果は否決。今、現在の本市はますます地盤沈下していくことは目に見えているよ

うな状況でございます。

一方、新しい佐賀市、人口20万人、新唐津市12万 8,000人、武雄市４万 9,000人、そして

また鳥栖市は九州の流通の拠点として栄えておりますし、伊万里市はアジアへの貿易港とし

てしっかり工業製品の輸出額は今ウナギ登りでございます。このようなことを考えるとき、

本市の未来図か大きく変わってまいります。それほどこの合併問題はトップリーダーたる首

長と議会の責任は重く、重要であったわけです。

ここに合併破綻したまちということで、長崎県佐々町議会の新聞がずっと前に報道されま
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した。そのとき、合併破綻の佐々町長、議員、全員辞職と、こういうふうに書かれておりま

す。それほど行政側も議会側もこの問題に対して責任を負っておられると。またさらに、福

岡県桂川町は町長の給料を50％カットと、こういうことが出ております。この記事を市長自

身どう受けとめられますか、まずお尋ねしたいと思います。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

その記事を見ておりませんので、申し上げようもございませんが、責任のとり方というの

はいろいろあると思いますよ。私は、合併できなかったという事実を踏まえて、それでも立

ち至っていくように、ちゃんとした計画を今つくって、それに向かって実行していく、この

ことが鹿島市に与えられた課題だと、こういうことを申し上げているわけであります。

○議長（小池幸照君）

15番中村清君。

○15番（中村 清君）

これは報酬等審議会の方から答申が出され、市長の報酬10％カット、そして議会７％、結

局議会は最終的には２％カットという今の状況でございます。しかしながら、議員の定数削

減については真っ先に我々は22名から16名、総額予算からいけば27％のカット、そういう姿

勢をしたところでございます。合併した小城の市長さん、それから助役さん、これが合併し

たまちでも７％のカット、教育長さんが５％のカット、合併が不調の単独の上峰町、ここも

町長さんが20％カット、収入役、助役さんが10％カット、こういうことだけ一応この件につ

いては報告しておきます。

次に移ります。

今回、合併問題のことで骨格予算ということで鹿島市は10,026,000千円、約 8.8％の減と

いうことで新聞が報道なされておりました。合併した隣町の嬉野市は10,549,000千円、合併

支援金として 550,000千円の金が投じられました。 9.8％の増額です。鹿島市は 8.8％の減、

嬉野市の場合は 9.8％の増額と、今までの町を二つ合わせたよりもですね。そして、佐賀市

も合併して 2.6％の増、そして小城市も 2.6％の増、合併しなかった鳥栖市は 7.5％の減、

武雄市も 6.5％の減、上峰町は14.3％の減、合併したまちの予算はほとんど増額、合併しな

かったまちは皆減額と、この合併関連予算がもし今後も10年間続くとすれば、もっと大変な

状況になるかと思います。

また、再建のために鹿島市は財政基盤強化計画の策定を16年12月からされております。こ

こに市がつくられた書類がございますけど、「平成15年、16年度の地方交付税の大幅な減少

を見るとき、歳出をこのまま維持していくと、20年度では市財政が破綻しかねないことが

見込まれる」、これは市が出されております。そこで、市としてできる限り住民サービスの

鹿島市議会会議録

－１８１－



最低限は確保しながら、財政を維持、強化していくことを計画の趣旨とすると、こういうこ

とを出されております。じゃあ、その削減目標はどうか。18年度から22年度までの５年間、

削減の目標を一般財源ベースでおおむね25億円とすると、私たちに書類をもらいましたけど、

毎年４億円から５億円、こういうことをしなければなりません。そしてやっと財政が保つん

だというふうなことですけど、合併したまち、しなかったまち、大幅に合併しなかったとい

うことで削減されています。果たして、この財政基盤強化、いつまで続ければ安定するのか、

私は非常に疑問に思います。その点、市長どう考えられますか。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

まず、合併問題で市長の報酬、合併したところも下げているということですが、これは中

村議員、それは議会もちゃんと下げたと、報酬等審議会のとおりに下げたと、市長も下げた

と、しかし、まだ市長は足りんのじゃないかと、それは議論になりますよ。しかし、自分た

ちは報酬等審議会のごと下げとらんで、市長は下げたですよ。その上で言うというのは、

ちょっとそれはおかしいですよ、議員。そのあたりはやっぱりバランスをとって議論しなけ

ればいけないというふうに思います。

それから、嬉野市の予算を申されました。鹿島市は骨格予算ですよ、市長選挙があります

から、来年度の予算は。そこのところをどうお考えなのか、ちょっとわかりません。骨格予

算はどうしても肉づけの部分は入れておりませんので当然低くなると、こういうことです。

それから、財政基盤強化計画はいつまで、これはもう５カ年間でそういうふうにしますと

いうことをうたっております。あとは実行のみですよ。どうかそういう厳しい状況もありま

すが、できるだけ住民の皆さんには負担をかけないで、あるいは合併したところもいろんな

削減をやらにゃいかんですよ。しなかったところだけじゃなくて、それはどこでも今の状況

は先ほど言いますように、国の方針で交付税がどんどん減っている状況ですので、これはど

こでもやらなければいけないこと、それを鹿島市の場合はよりシビアに職員の協力も得て、

８割はいわゆる行政努力、あるいは職員のスリム化、こういうことで実現しようというもの

です。これは必ず実現をしなければいけないことというふうに思います。

○議長（小池幸照君）

15番中村清君。

○15番（中村 清君）

私は10％程度の削減でなく、本当に市長が責任を感じておられるなら、みずから20％なり

30％なりカットをして、もしそういうことがあれば、私は議会も右へ倣え、すぐできると思

います。以上です。

先ほど申し上げましたＪＣの要望書、ちょっと長くなりますけど、読ませていただきます。
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「佐賀県と長崎本線存続期成会の間で幾度となく協議が進められてまいりました。長崎本

線は佐賀県南部にとって果たしてきた役割は大きく、また鹿島市民として強い愛着がありま

す。このため、新幹線建設のためとはいえ、長崎本線がＪＲより経営分離されることに容易

に納得できるものではありません。桑原市長始め、長崎本線存続期成会におかれましては、

そのことを第一に考えられ、私たち市民の足を確保すべく御尽力いただいていることに感謝

申し上げます」、次です。「しかしながら、現在、鹿島市が置かれている現状を考えますと、

長崎本線存続運動が新幹線西九州ルート反対運動ととられ、なおかつ、佐賀県より出されて

おります地域振興策について不要あるいは放棄となりかねないような状況に不安を抱きます。

現在、鹿島市は市町村合併の協議が破綻し、鹿島市財政基盤強化計画において行財政の見

直しをされているところではございますが、長期的な行政サービスの維持を考えますと、定

住・昼間人口問題、若者定住率、雇用・就業問題、購買・観光・消費等、経済問題等、さま

ざまなデータを見る限り、私どもの不安は払拭できません」、ここが重要なんです。「やは

り鹿島市の収入に結びつくような振興策が必要であると考えます。」、途中省略しますけど、

「鹿島市の将来のまちづくりやまちの発展を考えたときに、市民感情からして長崎本線存続

は当然のことではありますが、それだけではまちづくりはできないと思いますし、長崎本線

を核としたまちづくりは考えにくいと思います。」、こういう本当に慎重な慎重な物の言い

方なんですけど、振興策をやっていただきたいという思い、私はそう感じます。

そういう中で、この振興策の中身をずっと見た場合、私は鹿島市単独では何にもできない、

先ほどから財政問題、県との関係、合併しなかった、そういうことから考えますときに、県

や国の協力なしにはいろんな事業は進んでいかないと、この件についてどう考えられますか。

本当に鹿島市単独でできるのか、私はそういうことを問いたいわけです。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

重大な認識の錯誤をされていますね。鹿島青年会議所からの要望書、これは内部的に撤回

をされたということは御存じでしょう。ＪＣのちゃんとした手続を踏まないで、これをやっ

たということで、そして今年度の理事長は、こういうことではなくて、期成会と歩調を一に

して長崎本線存続運動について取り組みますと、訂正されているじゃないですか。そのこと

をまず確認をさせていただきたいと思いますよ。

それから、鹿島市が単独でやっていけるかと。県は同意をせんからといって、予算を削る

とかなんとか言いよらんとですよ。プラスアルファをしないと、同意をした見返りはつきま

せんよと言っているんですよ。だから、今までどおりやっていけばいいじゃないですか。国

と県と協力をしていただきながら。そういうことですよ。そこの認識をちゃんと持っていた

だかないと、全然話が違ってくる。
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○議長（小池幸照君）

15番中村清君。

○15番（中村 清君）

私は、合併問題、財政問題、地域振興という観点から見てまいりました。なかなか市長と

かみ合わない点があろうかと思います。ただ、私は今合併できなかったということで、今後

10年間、本当に鹿島市の財政が厳しくなります。合併特例法ということにおいて合併したと

ころにはやっぱり予算が来ると、県の方も姿勢として合併しなかったところにはやむを得ず

予算を削ると、太良町との合併も結局 260億円、その金を本当になくしてしまったと、まち

の未来図を壊してしまった、私はそう思います。

また、財政面でも毎年毎年悪化をしております。先ほど申し上げました財政基盤強化計画

でも本当に間に合わないと、国からの交付税は減ってくる、県からの財政もなかなか厳しい

と、市の目標でも書かれておりました本当に財政破綻はないのかと、住民負担はふえてくる

一方だ、こういう不安を感じるわけです。また、こういう財政状況ですから、今後10年間ほ

とんど地域振興ができない、市民所得は下がる一方だと。先ほど県の資料をちょっと見せて

もらいましたけど、工場の出荷額も鹿島は一番厳しい。地元購買力もなかなか伸びない。企

業誘致は平成７年か８年、 459社のうち鹿島に来たのはたった９社しか来ていない。いろん

な情報から見て、本当に厳しくなってきているわけです。

おまけに、鹿島の人口、ずっと減り続けております。例えば、東部中学校の卒業式がすぐ

あります。私たち同世代の人は 430名余り、ことし東部中を卒業される方は 105名、あと20

年、30年先に果たしてその人口問題どうなりますか。また、高齢化社会、最初に申し上げた

とおり、鹿島市はどんどんどんどん高齢化社会になります。そういう中で、本当に果たして

ＪＲ存続だけでまちの活性化はできるのか、非常に不安を抱く、そういう市民の皆さんも多

いと思います。確かにＪＲを残してほしいと、我々も最初本当に要望いたしました。私も先

頭になって国へ、国会へ陳情に行きました。しかし、周りの状況はだんだんだんだん厳しく

なって、１市７町の期成会もとうとう１市１町になり、そしてまた、太良町は本当に厳しい

中での苦渋の決断をされた。住民負担もふえる一方と、そういう状況で本当に地域の振興が

できるのか、私は私なりの本当に不安があるわけでございます。その点、もう一回答弁いた

だきたいと思います。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

決して楽な道とは思っておりません。しかし、人口問題とか高齢化問題、これは全国の構

造的な問題ですよね。決して鹿島市に限ったことではない。そういうものと鹿島市が独自に

置かれている立場というのは、ちゃんと峻別をして議論しなければいけないというふうに
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思っております。

それから、企業誘致にしましても、ほんの年末に 100人規模ができたじゃないですか。ま

たさらに、もうしばらくすると公表できると思いますよ。こういうふうに我々も努力してい

るんです。非常に厳しい中でも努力をすることによって、少しでもまちがよくなるように努

力をしていくと、このこと以外にないわけです。

それからもう一つ、太良町の問題ですが、私は今回同意をされて、そして若干の見返りが

来たですね。しかし、知事の記者会見を聞きんさったでしょう。ずっとこういうことを続け

るのかと、いや、ずっとというわけにいかんですよと。いずれ何年かですよ。やっぱり数年

見てみたいですね、本当に太良町が、じゃそういう同意の見返りにとられた振興策によって、

我々から見ても、あらー、あいばしたけんが、やっぱりすばらしかにゃと、そいぎおいどん

も考えんばねとなるかもわからん。それはやっぱり数年見てみらんぎわからんですな。

それからもう一つは、太良町の置かれている立場、それと鹿島市の置かれている立場、こ

れはやっぱり違いますよ。早う言うぎ、特急列車がとまるところと、そうでないところ、こ

れはやっぱり新幹線問題、経営分離問題にとっても違うと思いますよ。つまり、ＪＲにどれ

くらい依存しているかということになります。それから、よく中村議員さんたちと同志の方

々の主張の中に、余り乗りよらんやっかと、確かに鉄道利用者は１割というデータが出てお

ります。それは新幹線ができても利用者は１割ですよ。これが２割も３割もなるわけじゃな

かっですよ。同じ 6,100人という数字が出ているでしょう。しかし、この１割があるかない

かで物すごく違うんです。私がいつも何回もこの場でも言いました。この長崎本線は新幹線

長崎ルートを 2,700億円でつくった、その同じ効果を既に今もこの地域にもたらしているし、

今後30年間ももたらしますよというデータがちゃんと出ているじゃないですか。それだけ重

要な長崎本線を、あなたのようにいとも簡単に捨てるということはできないですよ。

○議長（小池幸照君）

15番中村清君。

○15番（中村 清君）

私たちも反対運動で議会全員、佐賀県庁に行って知事に陳情してきました。その日の夕方

の記者会見でＪＲ分離には県として同意する、しかし、地元同意がなければくい一本打たな

い、知事は言われておりました。その後ずっと時間がたって、私たち鹿島市議会で知事を呼

びました。振興策問題、いろんなことを話をなされ、言われたことが、正常な交渉の期間中

は地元同意がなければ着工しない、議員皆さんの前で微妙にその議論が変わってきた。考え

方が変わってきた。どうか県との協議を、本当に皆さん注目をいたしております。いろんな

ことを考えた上で今後やっていただきたいことをお願いしたいと思います。答弁要りません。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。
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○市長（桑原允彦君）

協議は続けます、先ほども言いました。それから、知事同意、これはいつの時点のことを

言っておられるんですか。ちゃんと国も地方自治法上からいっても、法律上からもいっても

知事同意ではないと。沿線区間の全市町の経営分離の同意が要るんだということを国が言い

ました。それを受けて、古川知事もそのとおりだということを言っておられるんですよ。で

すから、これはやっぱり地方自治という精神といいますか、僕は法律上のことは専門家じゃ

ないからわかりません。地方自治という精神は、市町村の決定事項、つまり鹿島市にとって

最重要事項ですよ。こういうものを鹿島市の同意なしに県が勝手に同意をしましたというこ

とになれば、市町村の地方自治権というのはどうなるのかと、簡単に言えばそういうことが

問われていると思うんですよ。何で中村議員さんたちは私の言うこと、あるいは市の方針を

信じなくて、全部県が言うことは信じるという、そういうスタンスなんですか。おかしいで

しょう。議員全員が経営分離に同意せんやったと、決議を何回かしとんさっでしょう。３回

か４回しているはずです。それまだ解けていないんですよ、議員さん自身は。全会一致で経

営分離には同意しないということを、あなたはその全会一致の一人なんですよ。その議会の

あり方、法理論上からいっても、私は自分が全会一致の一人に同意しないと手を挙げておっ

て、いつの間に逆になられたんですか。それは市民に対する責任はどうなるんですか。全会

一致というのが解けていないですよ、鹿島市議会では。私はそれをもって議員の支援を受け

ながらやっているという、こういう方向ですよ。それを何であのときは賛成といって、何で

あのときは反対というぎ、あなた自身、あるいは今あなたと一緒に行動しておられる人は、

ねじれてしまっているんじゃないですか。そのあたりは、これはいい機会ですよ。市民の皆

さんにちゃんとここで弁明してくださいよ。

○議長（小池幸照君）

15番中村清君。

○15番（中村 清君）

先ほどから何回も申し上げているとおり、鹿島市の財政状況、合併できなかったこと、地

域振興策、そういうことが総合的にだんだんやっぱり変わってきているわけです。やっぱり

ＪＲを残すということも市長の信念だろうし、私たちも最初はそうでした。しかし、地域振

興策も絶対何とかしなければならないと、県と国と仲よくするんだと、しっかり手を握って、

鹿島の市民の生活安定のために頑張っていくんだと、それまた原則だろうと思います。いろ

んな周りの状況から私は振興策を何とかしなければという思いが切実に心の中にあるわけで

ございます。

以上。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。
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○市長（桑原允彦君）

今大事な議論をしているんですね。議会の一員としてどう思われるかは申されませんでし

たが、私は鹿島市議会は経営分離に不同意だと、そのスタンスは変わっていないと思います

よ。したがって、合併問題、財政問題も言われましたが、詰まるところ新幹線問題、これと

県と仲よくしていくかしていかないかと、私は仲よくしないとは一遍も言っていませんよ。

仲よくしますよ。しかし、幾ら県と市町村の間でも、はい、わかりましたと言えないことは

あるでしょう。鹿島市議会もそのスタンスでしょう。そのあたりが今度の市長選の最大の争

点ですよ、つまり。市民は判断を下します。

○議長（小池幸照君）

以上で15番議員の質問を終わります。

次に、９番森田峰敏君。

○９番（森田峰敏君）

９番の森田でございます。今、中村議員と市長のやりとりを聞いておりまして、これはど

うしても鹿島の議会は、やはり経営分離にはもともとは反対なんですよ、だれだって。私そ

う思っております。しかし、こういうふうに市長が言われるようになれば、これは議会で反

対が多いか、賛成が多いか、少なかっても私はやらにゃいかんと思います。それで、どうし

ても今月議会に私提案したいと思います。どうぞよろしくお願いします。(「やりましょう」

と呼ぶ者あり）うん。

鹿島市の振興策について、再度質問してまいりたいと思います。

国策である新幹線長崎ルート建設については、県も推進を図っており、ネット鹿島のテレ

ビで６日の夕方見ましたが、県の広報だろうと思いますが、新幹線西九州ルートの説明が放

映されていましたが、非常にわかりやすく、もっと市内にケーブルテレビが普及されていれ

ば、新幹線について市民の理解が得られるのになと感じたところです。私は、県の説明は市

の行政は鹿島市民にほとんど説明されず、鹿島市の説明では市民に間違った判断を与えてい

るんじゃないかと思っております。

次に、ポケットパークについて、行政から説明を受けてまいりましたが、谷口議員の質問

や行政の答弁を聞いていたら不信が募るばかりで、私が感じている分についてお尋ねいたし

ます。

最後に、鹿島市人口問題について、行政の考えを聞きたいと思っております。

では、広報「かしま」に市の考え方を掲載されておりますが、確認の意味を含めて、市長

の考えをお伺いしたい。国策である九州新幹線長崎ルートが整備されると、ＪＲ長崎本線は

なくなりますとありますが、どういうことであるのか、説明を受けたいと思います。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。
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○市長（桑原允彦君）

議会の場でそういう答弁をさせていただく、もう願ってもないことです。

まず、鹿島市の説明、これなっていないと、これは経営分離に同意する側から見たらそう

かわからんですね。県の言いよることがほんなごと、これば言わんばて、市は何も説明しよ

らんやっかて、同意しようと思うとる者から見ればそがんですよ。

それから、国策であると、国策という一言で片づけられますが、これは条件つきなんです

ね。地元の経営分離区間の全市町村が同意をしないと着工できないと。これはもう国策と一

緒になっておるわけですよ。それからもう一つは、国は一遍決めましたからやりますけど、

地元次第ですよと言っているんですよ。地元次第、地元で解決してくださいと。自分たちみ

ずから乗り出しも何もしませんと、こういう国策の内容なんです。何が何でもやると、そう

いうことではない、条件がついているということ。

それから、長崎本線が経営分離されればなくなりますと、その可能性が大きいですという

こと、これは今まで何遍も私は説明してきておるつもりですけど、森田議員は聞いとんされ

んですかね、市の説明は。（「聞いとうけん聞きよると」と呼ぶ者あり）はい。

それでは、まずその中身をちょっと申し上げますと、肥前山口から鹿島までは上下分離方

式でいきますということですね。何ですか、違いますかね。（「山口から鹿島まではＪＲが

するとやろうもん」と呼ぶ者あり）まず、上下分離方式でいくということですよ。（「それ

から先は……」と呼ぶ者あり）上下分離方式でいくということです。そして、下の方は県が

支えますということですよ。上の運行をＪＲがするということですよ。（「肥前山口から鹿

島までもや」と呼ぶ者あり）はい。（発言する者あり）そうよ、そうですよ。

○議長（小池幸照君）

答えを聞いてからやってください。

○市長（桑原允彦君）続

いやいや、そこは認識の違い、ちょっと確認をしておきたいと思います。

運行はＪＲがする、下のいわゆる保線区が担当する分ですな、これは三セクでやる、三セ

クは実質県営と思ってもらって結構でしょうから、県がやると置きかえてもいいです。それ

で、まず今言っておられるような運行案でいっても年間70,000千円の赤字になりますという

ことです。これはＪＲが１億円までの赤字なら引き受けましょうという、こういう内容です、

肥前山口－鹿島間はですね。それから、鹿島から諫早間も全部三セクでやりますと。そして、

三セク、すなわち県営と思ってもらって結構ですと、県がやりますということです。だれも

こんなものに三セクという、民間の企業が出資するはずなかですね。

それで、もう既に肥前山口－諫早間ですら年間70,000千円の赤字ですよ。ここはお客さん

は鹿島から諫早間よりはるかに多いですよ、それでも70,000千円の赤字。しかも、下の部分

は関係なく上の運行の部分だけでそがしこ70,000千円赤字ということですよ、今の見込みが
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ですね。

鹿島から諫早間までは、県は三セクの運行案を示しております。この運行案は分析をすれ

ば、売り上げの面は今と同じ人口がずっと続くというあの計画案なんです。しかし、人口は

減りますということでしょう。それを勘案していない。売り上げは最大限に見ている。それ

から、経費の面ですね、これはこれに携わる職員、社員が何人いるかと、全国の三セクの実

態より物すごく低い人数を割り当ててあるんですよ。御存じでしょう。つまり、収支の収入

は最大限に見積もって、支出は最小限に見積もって、そしてようやくとんとんと。県議会で

赤字も若干認められましたが、こういう三セク案なんです。しかも、この三セク案というの

は、下の保線区の要る経費は見ていないんです。上の運行の方だけ見てとんとんと言ってお

られるんです。この運行のところだけでもとんとんというのはあり得ないということを我々

は証明しています、協議の場でですよ。下の分は年間幾らかかるかと、保線区に要する費用

ですね。これ年間 230,000千円かかりますと。しかし、専門家といろいろ議論しますと、と

てもそんくらいじゃ済まん。まあまあいいでしょう、 230,000千円の赤字です。しかし、こ

れは三セクの収支には出てこないんですよ。しかし、下の 230,000千円も県が見るんです。

見ると言っていますから見るんです。そうでしょう。そして、しかも減価償却費を見ていな

い。森田議員も企業の経営者ですから、おわかりになるでしょう。減価償却、これは毎年数

千万円あるでしょう。

次に、例えば、線路のうっかんげてみたり、あるいは車両ば入れかえたりしたときに、税

制上、合法的にこれは貯金をしておってよか制度ですよね。そうでしょう、減価償却、これ

を見ていない。つまり、ＪＲにとっても70,000千円の赤字がある、あるいは減価償却費も見

ていない、実質これは隠れ赤字です。それから、下の保線区の 230,000千円、これも隠れ赤

字です。全部県が見るんですから。しかし、三セクの収支のところではとんとんでいきます

と、これは隠れ赤字を収支に上げていないだけのことじゃないですか。つまり、初めから数

億円の赤字が見込めるんです、どんなに頑張っても。

だから、こういうものを半永久的に県が抱えておくことできますかということです、私が

言っているのは。それは無理でしょうと私は言っているんです。今回の先ほどの例に言いま

すように、中山間地域総合整備事業でも県の財政がきつかけん見送りましたと言っているぐ

らいですから。半永久的に県がちゃんと持ちますから安心してくださいて、もう崩れている

じゃないですか。そうしますと、県が財政的に持ちこたえ切れんけんが、もう今後しいえん

というた場合には、この長崎本線はだれが見るかと、市町村は見切らんですよ、もちろん企

業も見切れん。そしたら廃線になるじゃないですか。その可能性が極めて大きいと言ってい

るんです、そのことなんです。

○議長（小池幸照君）

９番森田峰敏君。
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○９番（森田峰敏君）

市長の今の説明を聞いておれば、廃線になるのは、そしたらこのまま例えば、新幹線がで

きなくて、長崎本線をそのまま継続しておったとします。人口は減っていきます、利用者も

減ります。ＪＲは赤字になります。鹿島まで来るのに70,000千円の赤字ということであれば、

長崎まで行きよったら、かえって黒字であるかもわからんですね、その辺は。ちょっと鹿島

までだから70,000千円の赤字かもわからん。しかし、長崎まで続いていけば黒字であるから

経営は存続するかもわからんですたいね。

しかし大体、今あなた国策ということについて新幹線のことを言われましたけど、市町村

合併も国策なんですよ。国策を市町村の同意がないと、自主的に自治体が話し合って合併は

進めると、国からしなさいというような国策じゃないわけでしょう。これは、例えば、長崎

本線を残すというのをこの沿線自治体が同意をしないということと一緒になると思いますよ。

市町村合併の場合もそういうことと私は思います。それで、長崎本線だけをそういう言い方

をされるのはちょっとおかしんじゃないかと。これは一般市民の方はわからないと思います。

我々議員だからわかると思います。

原稿なしですると間違ったことを言うたりするけん、きょうはちゃんと原稿を書いてきた。

次に、長崎本線の果たす役割についてお尋ねします。

長崎本線の役割については、私も市民の通勤、通学等に重要な役割を果たしていることは、

そのとおりだと考えております。ただ、市長はまちづくりは長崎本線抜きに考えられないと

主張されています。また、市報には、ＪＲ長崎本線をまちづくりの中心に置いていると言わ

れております。しかし、現在の肥前鹿島駅前の閑散とした状況を見るにつけて、具体的に何

を根拠に長崎本線をまちづくりの中心に置いていると言われているのか、残念ながら明確で

はありません。市報にも書いてありません。まちづくりは長崎本線抜きに考えられないとか、

またＪＲ長崎本線をまちづくりの中心に置いていますと言われること、具体的な根拠という

か、具体的な内容を示していただきたい。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

これもよくぞ質問していただいたと思います。

まず、長崎本線の果たす役割、今現在、長崎本線が１日どれくらいの乗車密度で行ってい

るかと、今現在 6,800人というんですね。これは国土交通省が言っているんです。それで、

これは今先ほど申されました人口が減ってきます、全体的にですね。この地域もそうです。

そのことによって１日 6,100人に落ちますよと。しかし、これは今から12年後の30年後です

から、40年間は 6,100人で行きますと、通りますと、このまま存続しておったら。新幹線が

できんで、仮定したら 6,100人ですよと、ここはですね。そうばってん、今度は新幹線長崎
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ルートを 2,700億円使って建設した場合に、何人乗車密度があるかというぎ 6,100人なんで

す。つまり、長崎本線の果たす役割は、新幹線長崎ルートと一緒ということなんです。何人

お客さんが乗って、何人お客さんが来るか、出ていくか、このことによって経済効果とかな

んとかはかるわけでしょう。長崎本線はもう既にあるわけです。今後も新幹線長崎ルートと

同じ果たす役割、効果はあるわけです。一緒なんですよ。しかも 2,700億円もかけじよか。

何もかけじよか。そして、長崎本線も経営分離もせじよか。これだけ重要な長崎本線なんで

す。

何か新しかことがいかにもよかごとばっかりあるですけど、私たちは県との協議を通じて

まずこのことに気づいたことが一番大きいです。鹿島駅とかなんとか、そのまず局部的な問

題以前の問題として、この地域全体に果たす役割、新幹線長崎ルートと同じ効果があってい

るんです。今後もあり続けるんです、それが一つですね。

それから、鹿島市内の市街地の問題です。これは駅前整備というのは、また今度恐らく総

合計画に入れると思いますよ。ただ、今手法的にスカイロードをやり、さくら通りをやり、

それから御神松線をやって、そして御神松ニュータウンのところまで、これが中心市街地活

性化事業ですから、これは着々と進んでいるじゃないですか。膨大なこれはお金をかけてこ

こまで持ってきましたよ。すべて起点は鹿島駅です。だから、今まで鹿島駅の直近のところ

をせんやったけんどうのこうのと、今からすればいいんですよ。しかし、まず手法的には優

先順位をそういうふうにスカイロードをやり、さくら通りをやり、中牟田～御神松線をやり、

そして御神松ニュータウンをやったと、これは着々といっているじゃないですか。これが根

底から崩れると、お客さんの流れはやっぱりあそこで乗りおりして、高校生なんでん実高で

ん通ったりなんたりしよる。これはやっぱりあるじゃないですか、厳然として。これがなく

なった場合、今の中牟田、新町商店街というのは、やっぱりダメージは底知れぬ大きいと思

いますよ。そういうことであります。

○議長（小池幸照君）

９番森田峰敏君。

○９番（森田峰敏君）

あのね、ちょっと私後から言おうと思っておりますけど、鹿島駅前はすぎやも倒産ですよ、

シティホテルもありませんよ。そういうふうにして、スカイロードというのは、あれは鹿島

市単独でしたんですか。県が大分したんじゃないですか。県がなかったら、鹿島市単独でで

きましたか。そういうことをここでとうとうと、いかにも自分がしたようなことを言うとい

うことは、ちょっと知らない市民の方はそう思うかもわかりません、ああ、そうかと。しか

し、どうですか、人通りありますか、今。あのスカイロードは県がしているんですよ。そう

私は認識をしております。そういうところをとうとうとそういうふうに言われたら、ネット

鹿島を見ている視聴者なんか、ああ市長がやったんかと、そういうふうに思いますよ。これ
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県の金でしているんでしょうが。まず、今見らにゃいかんのは、鹿島シティホテルがつぶれ

た、すぎやがつぶれた、一番鹿島の中心になるところですよ。そういうところをつぶれない

ように、そしたら何でせんですか、今まで。そういうことはせんで、とうとうと今のような

発言をされると、市民は間違います。

ちょっと途中にこういうことを言うたら、どこを聞くかわからんごとなった。

とにかく私が言いたいのは、ＪＲの特急が今までのように通らなくても、鹿島の駅前開発

はよくしていただきたいと、そういう願いを込めてちょっと今のはお尋ねしたようなもんで

す。

鹿島市の振興策についてお尋ねします。

県が振興策をやると言ってきた場合、市の負担を伴うことをが当然予想されます。その際、

今鹿島市が計画的にやっているほかの事業に上乗せしてやることになりますが、市には財政

的な余裕はありませんと記載されております。新しい事業をやる場合には、当然のことなが

ら、市の負担が伴うことはありますが、そのことをすべて否定するなら、何ら新しいことは

できないのではないでしょうか。市長は、将来の振興の現在の計画で十分と考えられていら

れるのか、お伺いしたいと思います。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

まず、現在の計画を着実に実現することでしょうね。総合計画というのは、いわば夢語り

でもあるわけですけど、その中から幾らかでも実現をしていくと、こういうのが我々の果た

すべきことだというふうに思っています。

それで、まず新幹線の振興策なるものを県が振興策１、振興策２、これについて議会でも

説明されたと思いますね。ここの段階まではちゃんと私たちも聞いて、住民説明会でも聞い

ておりますので、ただ、この段階で本当にこれが実現するのかと。先ほど言っていましたよ

うに、県の財政がきつくなったけんができんばいとなった場合、どがんすっとやということ

を言っているんです。現実にあったじゃないですか、今度、県の財政が厳しかけんできんご

となりよるばいて。片や同意をすれば、もうこれで終わりなんです。幾らあのとき、ちょっ

とあとやのこましょうでし直してくださいと言うたっちゃ、着々と建設が進んで、計画どお

り完成したときには、ここは経営分離されますよ。

それで、私が言っているのは、振興策、振興策と言いよんさっけんがですね、こういうこ

とを聞いております。まず、振興策１について、有明海沿岸道路、６年前倒しをすると、現

実的に可能かどうか詳細かつ具体的な説明をしてくださいと。何にもやっていませんよ、で

きますと言いよんさっだけです。我々はほかの例を持ち出して、果たしてこういう短期間に

できますかと言っているんです。福富－佐賀間で今ようやくルートが決定しよるとに、あそ
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こは何年前に着工区間に入ったですかね。ましてや、佐賀－福富間はもう６年ばかり前に着

工区間に入って、まだルートも正式に決まっとらんとやないですか。そがん状況の中で、県

が言いよんさること、なおかつ６年前倒しがききますかと、このことをはっきりせんぎ振興

策にならんじゃないですか、県が言っているのがほんなごとかうさごとかわからんでしょう。

そがんでしょう。

それからもう一つ、その続きの鹿島－諫早間の整備についての国との協議内容と結果につ

いて、これを知らせてくいろと。幾ら県がやると、例えば極端に言って、国に頼らず県がや

ると言うたっちゃ、これは認可権はやっぱり国にあるんですよ、国道ですから。しかも、道

路局レベルじゃなくて、国土交通省としての見解を出してくれと。これはいわば国の内部に

おる人、いろいろアドバイスもしてくれます。やっぱり省としてのあれをとらにゃいかんと。

それから、もちろんそれを国土交通省がやると言ったら、財務省もそれだけの予算を裏づけ

しているかと、これは当然のことでしょう。これが、約束しとったばってん、財務省がうん

と言わんやった、済んませんと言われると、どぎゃんもされん。それが一つ。

それから、二つ目に国道 498号バイパス整備について。まず、鹿島－塩田間の整備につい

て、これはあくまでも道路局レベルではなく、国土交通省とそれから財務省の確認書、これ

は絶対やりますと、あるいは財務省も予算をはっきりつけますよと、確約をとれるのかと。

あるいは、今度塩田－武雄間についても、国土交通省、あるいは財務省との協議内容、どう

いう協議をしたのか、いろいろ漏れ聞いてはおります。厳しい答えが返ってきているようで

すけど。それから、整備についての確認書、こういうものがあって初めて市民の皆さんは、

これはほんな振興策と見るとじゃなかですか。

その人たちは言っています。今県が提示しているのは、したいということだと。したいと

いうことを言っているにすぎないと。準行政的にいえば、こういう確認書がちゃんとしたも

のがとれていないと、するということにはならないと。県の意向を言っておられるんです、

今。

それからもう一つは、長崎ルート建設費そのもの 2,700億円と言っておりますが、それと

それに附帯するもの、各種事業費の総額、県負担額、それから市町村負担額、こういうもの

が全然示されていないでしょう。今はっきりわかっているのは、武雄－諫早間が 2,700億円

かかりますと、そして武雄から肥前山口までの複線化、これは仁比国会議員さんが質問され

たとき、詳細に鉄道局長答弁を見ておりますと、地元負担が幾らとは何にも決定していない

ということですよ。県は決定しておるから、これだけかかりますと言うけど、国が言ってお

られるんです。こういうことはみんな案外知らないですね。地元負担が幾らということはま

だ決定していないとちゃんと答弁してあります。これは後で必要だったらお見せします。幾

らかかるかわからん、幾ら地元負担があるかわからん、こういうことなんです。新幹線の場

合は、１キロメートル60億円かかると、それ掛けるの45キロで 2,700億円という計算式なん
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ですね。ところが、在来線の場合は１キロメートル10億円やったかな、そういう計算式で試

算しているだけの話なんです、あれはですね。

つまり、今申した武雄－肥前山口間の複線化の総額と県負担額、市町村負担額、次に２番

目に武雄－肥前山口間の複線化の際に高架にするかしないかの方針、するならする、しない

ならしない、江北町の一部の人は高架にしてくるんないよかいどんと言いよんさっと、そう

じゃなからんぎ反対ばいと。しかし、これは国の方に年末行ったら、国会議員さんたちはど

うもそれは高架は難しかばいと。何か高架にしたら、１キロメートル60億円ぐらいかかると、

新幹線と同じぐらいかかるそうです。高架は高価だということですよ。

それで、そのことのはっきりした方針ですね、する、しない。高架にする場合に、県は負

担を幾らするのか、市町村は幾ら負担するのか、できるのかできないのか、これによって賛

成・反対が決まってくるわけですから。まだこういうことだって決定していないんですよ。

それからもう一つは、並行在来線以外の長崎本線沿線市町に対する支援策についての方針

及び事業費総額と県負担額、市町村負担額、またこういう区間に対しても高架にするかしな

いかの方針、するとしたら幾らかかるのか、この総額と県負担額、市町村負担額ですね。肥

前山口から鳥栖までの沿線は、本数がふえると言いよんさっぎ、あかずの踏切が時間が延び

る、あるいは危険性も２倍にも３倍にもなる、こういう心配をしておられますから、高架に

してくれとか意見が出よるわけですね。それによって反対するかどうかわからんということ

ですよ、長崎本線に。そういうことも決まっていないんです。

あるいはまた、新幹線の停車予定市町に対する具体的な支援策、これも支援をしますと、

新幹線を通しただけでは地域振興になりませんて、はっきり県が言っているんです。その

ものが振興にならないような公共事業はあり得ないですよ。それにあわせて振興策をつぎ

込まんばらんという、こんなばかな話ない。しかし、そうは言っていますから、幾らかか

るの、幾ら約束するの、このことをはっきりしてからやっぱり議論をせにゃいかん話です

よ。

それから、並行在来線沿線市町に対する支援策の具体的内容及び費用総額と県負担額、市

町村負担額、太良に幾らする、白石に幾らすると、まだ全然今から幾つじゃいしていきます

というぐらいのレベルでしょう。これ全部明らかになってから、じゃ総額これ幾らかかると

なと。ある人によれば、これは新幹線費用よりか高うかかるとやなかかいと言う人もおられ

ますが、それはわかりません。かなりの金額になります。じゃ、そういうことを本当に県の

財政上から見て、できるのかどうか、これは県議会でも我々県民としてもやっぱり議論をせ

にゃいかんですよ。できもしないようなものを振興策と言われても、とても議論もできない

ですよ。そういうことを私は言っているわけであります。

○議長（小池幸照君）

９番森田峰敏君。

鹿島市議会会議録

－１９４－



○９番（森田峰敏君）

県が新幹線とか長崎本線の上下経営分離とか、新幹線に幾らかかる、あるいは沿線にどの

くらいの振興策をやるとか、そういうことを国がぴしゃっとわかっとかんとされんわけでし

ょう。国と県はある程度の枠は話していると思いますよ。じゃなくて、例えば、国がはっき

りしていないから、県がはっきりしていないからて、はっきりしていないものについて

数字的なものははっきりしていないかもわかりません、それは。しかし、問題としては、大

枠の話は全部国は県に話していると思うよ。そしたら、鹿島市だって、後で私言おうと思っ

とったけど、16団体あった期成会が今三つの団体しかないんですよ。これを期成会として続

けていくんですか。そういうことは後で聞こうと思っておりましたけど、かえって身軽にな

って、県に直接聞いたらいかがですか。どのくらいの金額になっている 何ばあんたたち

は笑いよるかい。何で助役と二人で笑いよるか。人の話ば、聞きよらんかい。（「あなた、

そんな言葉遣いで言わん方がいいですよ」と呼ぶ者あり）

○議長（小池幸照君）

森田議員に申し上げます。地方自治法第 132条に品位を汚さないという項目がございます。

○９番（森田峰敏君）続

何ば。

○議長（小池幸照君）

品位。

○９番（森田峰敏君）続

品位、おれは品位は悪か。

○議長（小池幸照君）

議会の品位保持というのがありますので。

○９番（森田峰敏君）続

人の話を聞くときは、にやにや話して笑わんごとしてください。

そういうふうに市長は県とは直接話をしやすかですよ。もう期成会というのは解散したの

かどうか知らんけど、今もう２町しかないわけでしょう。２町しかないなら、直接県と話を

されるじゃなかですか。前に16団体あったと思うよ、期成会の発足当時は。16あったのがも

う今ちょっと言うぎ２町と一緒やっけん。16団体をまとめて話をしようとすれば、やっぱり

期成会でせにゃいかん。しかし、今もう期成会は二つしかないわけでしょう、ちょっと言っ

たら。これが県がはっきり示さないとかなんとかじゃなくて、大枠のところぐらい聞かれる

わけでしょう。

あなたは国土交通省に行たて聞いてくると言うけど、県がとめたというだけで、国に行っ

てこんですか、そいぎ。国がはっきりしていないなら、はっきりせんかと。国にもっと言っ

て、そして話をしてこんですか。そうじゃないと、こういう問題で意見の対立というか、意
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見はかみ合わんですよ。いつまでたっても同じこと。これは県知事が 私は県知事と思う

けど、決断するまでの７月ぐらいまではこういう状態が続くんじゃなかろうかとは思います

けどね。何ば聞きよるかわからんごとなった。

そういうふうで、国がそういうふうであれば、県はどうかということをやはり直接聞かん

ですか。聞いて、よく話を聞いて、そして我々にそういうことを説明してください。わから

んことを幾らすると、わからんことを言う、そがんとは何も話にならんて。あなた自身が県

をそういうふうに思うとるわけでしょう。私は県の何といったかな、あれは、ヒエラルキー、

これは上下関係の秩序ということ。例えば、あなたは県が下と思うとんね。あなたは長崎の

知事が来たときに、翌日の新聞で見たら、私に表敬訪問に来たという談話を発表しておる。

上の人が下の人に表敬訪問をしますか。これを聞いたら、長崎県知事ははらかいたはずです

よ。まず、そういうふうなおごりの気持ちを持っておったらいかんと私は思う。

それで、私が言いたいのは、今の市長の説明を聞きよって感じますけど、県に行って、知

事なり副知事なり、そういう予算の関係の方と、大体大枠の数字はわかっておると思うよ。

それは市長と県の知事との親密度ぐあいと思う。そういうことも教えたりなんかすると思う。

そういうふうにしていって、それから今のような答弁はしていただいたらと私は思います。

だから、県とやはりもっと協議をよくされることですよ。協議をされていないでしょう。

そして、市側のこと、これ期成会側じゃないもん。私から言わせたら、期成会側からの発表

じゃないと思う、市民に広報しているのは。これは鹿島市の発表と思う。期成会としては、

もう三つしかないんですよ。（「いや、二つ」と呼ぶ者あり）いや、三つというのは、鹿島

市の議会のことを含めてですよ。鹿島市長、議会、それから江北町でしょうもん、それが三

つと私は言うわけです。

だから、この辺をもう期成会としても存続はないと、壊れていると私は感じておりますの

で、協議会としてするより、もう市と単独で県とはよくひざを突き合わせて話し合われて、

どういうふうに振興策がなっているのかというようなことを聞いて、そして我々に教えてい

ただいた方が、我々も動きやすいと思います。市民もそうだと思いますので、その点もう一

回お願いします。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

ちょっと当惑をして、全くかみ合っていませんね。

私が今いろいろ言いましたですね、有明海沿岸道路 498、これを県に文書で問い合わせて

いますよということですよ、今言っているのは。県と話したらどうかと、それをやっている

んです。その説明をしたとですよ。（「その前の話」と呼ぶ者あり）何ばですか。（「予算

がどのくらいつくか何かわからんさ」と呼ぶ者あり）いや、その話を県にしているんですよ、
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今。予算の総額とかなんとか幾らかかりますかということを県に問い合わせているというこ

とです。これは国が言っている振興策じゃないんです。県が言っている振興策だから、この

問題に関しては国に聞いても一緒ですよ。県が確約をとってこんと、そがんことでしょう。

それから、期成会が16団体あったと、これは１市６町あったんです、もとは。16団体じゃ

ありません、１市６町です。それが１市１町になったということです。（発言する者あり）

いや、前は議会は一つに数えよらんやったですよ。

そして、今はもう江北町と鹿島市と一番強固なきずなじゃないですか、期成会のなかと一

緒で。それはそうあってほしいという人の言いぐさで、私たちはこれはもう最終的に一番強

固なタッグが組めたというふうに思っておるわけでありまして、お互いに励まし合いながら、

今からもやらにゃいかんというふうに思うわけであります。

それから、協議ですね、振興策、これはここではっきりさせておかなければいけませんが、

議会でも経営分離に同意しないと決議していますね。そして、協議はしますよ、しかし、振

興策についての考え方は違っているんです。県は、今言っている振興策は同意を前提とする

もの、つまり同意と交換条件と言っているんですよ。その交換条件である振興策に乗るとい

うことは、我々は同意をするということじゃないですか。同意を前提としているということ

じゃないですか。だから、それはできませんと言っているんですよ。そこのところをはっき

りさせないと。

よく話を聞く分ぐらいよかろうもんと、もうここまでずっと話が詰まってきたら、そうじ

ゃないんですよ。県の話というのは、同意と交換条件の話なんです。だから、今議会でもい

ろんな決議なされるかわかりませんけど、つまり、協議そのものは続けます。それはそうで

すよ。しかし、同意を前提としたものの協議をするということにはならないでしょう。

それから、ヒエラルキーの話もされましたけど、この三位一体改革というのは、地方の主

権を尊重するというのが大前提になっているはずです。つまり、地方でできることは地方で

お任せしますということでしょう。今までの現実はやっぱり上下関係と、現実的にはなくも

なかった。しかし、この三位一体改革というのは、地方の主権を、地方の自治権を認めます

と、そのかわり権限も移譲しますよと、こういうことでしょうが。それを今までみたいに上

が来たけん、おいどま下やっけん、上の言うことには従わじにゃて、そういうことでは、普

通通常の場合はやっぱり相談しながら、県が言われることならということもありますよ。し

かし、この問題に限って言えば、そういうわけいかんでしょうが。先ほど来説明しています

ように、長崎本線を失っていいのかという問題でしょう。それにはやっぱり簡単にうんと言

えませんし、今のような状況の中では同意できるはずもありませんよ。私が基本的地域権と

言っているのはそういうことなんです。

○議長（小池幸照君）

９番森田峰敏君。
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○９番（森田峰敏君）

私は、県の知事、あるいは県の行政と鹿島の行政もよく話し合いをして、そして県の意向

も聞いて、我々市民に県の意向を正確に伝えていただきたいということであります。

それから、県の示している振興策というのは、新幹線西九州ルートについての賛意をとる

ためのあれだとは考えております。もちろんわかってはおります。しかし、長崎本線を存続

させるのか、させたら結局新幹線西九州ルートはできんわけですね。だから、長崎本線を残

すのか、残さんで新幹線を通して、そして鹿島のためになる振興策、例えば、今言われた有

明海沿岸道路、これも県は国と話してそういうことを言っておられると思うですよ。これを

国に聞かにゃいかんとか、県に聞いてわかると思うですよ。

高速道路の北方インターまで道路をつくると、これも県の説明では、最終的には新幹線が

通るときと言いよっですよ。今から始めて、塩田まですると。それからあとは新幹線が通る

区間にそれを通すようにするというような説明を我々は聞いております。だから、そういう

ふうに市民の皆さんにもそういう言い方をされて、それが事実かどうかを確認されればいい

じゃないですか。聞いていないとか、わからんとか、国が勝手に言いよるとか、県が勝手に

言いよるとか、そういうことを言われたって、我々理解できんですよ。県と直接話をされる

のは市長でしょう。あなたしかおらんとやから、我々が聞くのは県の行政から聞くわけです

よ。そがん金なかろうもんて私が言うぎ、金はどがんないとんして、よそんとを工事しよる

とば ちょっとわかりやすく言えばよ。よその県道をしよるとを少しずつ削って、そして

一遍にそっちに持ってくるというような説明をする職員もおらした。そういうふうにして、

やっぱり県は県なりに考えて予算を計上しているわけですよ。

だから、合併もできなかったし、新幹線も反対、長崎本線の経営分離にも反対、反対ばっ

かりしよって、鹿島はよくなるのかと。今さっき中村議員がとうとうと述べられましたけど、

あれを聞きよって、なるほどと思うことが大分多かったですよ。これは市民もそう思ってい

ると思いますよ、聞いていたら。ここにおられるとは市の幹部職員ばかりと思う。ここにお

られる職員もそういうふうな気持ちを大分抱かれたんじゃないでしょうか。

それから、財政課長には後から、きょうの答弁を聞いとるから、我々が聞きに来るけん、

よう勉強しときんさい。

それから、やはり市長にこのままお尋ねしますけど、有明海沿岸道路の６年前倒し、これ

は６年待てばできるけんよかろうもんというようなことを一般市民に言っておられる。そう

いうことを一般市民が言うというような声も聞きます。６年待ったらできるとやけんよかろ

うもんて、そういう感じをやっぱり持っておられますか、その点をお聞きします。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）
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先ほどいろんな説明を、国土交通省の確認とか財務省の確認とか幾ら総額かかると言いま

したね。これは県に市長が言うぎよか、これは協議の中で言うとっとですよ、私からでん、

江北町長からでん。それに対して回答がないから、今度は文書でやったんですよ。回答ない

んですよ。ちゃんと県はそがん思うとっくさい、国と相談しとっくさいて、じゃそのとき言

えばいいじゃないかということですよ。それに対する回答がないから、わざわざ文書で今や

っているんです。そういうことなんですよ。

それから、県の職員が県道の予算を削って云々て、これはそがんとは県の組織として責任

持って言うてもらわんぎですね、今度のいろんな県の予算編成のときもしのぎを削るんです、

各部署。これは市の予算編成も一緒ですよ。しのぎを削って、やっぱり何であがんところば

っかい、おいどんがとば削ってせんばらんかと、これは各課からやっぱり不平が出ているん

ですよ、実際。私も直接聞いていますから。そんな簡単な単純なものじゃないですよ。要す

るに、いろいろやろうとしても、財源の保証がない限り信用するわけいかないでしょう。そ

うでしょう。例えば、市が何か計画をしたとします。財源は大丈夫かと、当然議会としては

聞くでしょう。いや、財源はちょっとどうにかなるですよと私が言うたとします。そがんこ

っちゃいくんもんかと、そがんなるでしょう。だから、財源というのは確実に確保できるか、

その保証があるか、そういうことなんです。

それから、有明海沿岸道路、６年前倒しにはならないやろうということですよ、私が主張

しているよりももっとひどい。待てばいいどころじゃない。現実的に６年前倒しとはならな

いと。

あと、前に説明したと思いますが、もう１年経過したけん、あと８年か９年ぐらいで9.何

キロの用地買収をして整備をせにゃいかんという計算になるでしょうが。現実的にできるの

かと。大川－佐賀間でん、佐賀－福富間でん、まだ着工もしとらんでしょう、実質的に。そ

ういう状況の中で、できるならできるて、独自に森田議員も自分で検証をして反論してくだ

さいよ。県が言いよるけん大丈夫やろうもんて、それじゃやっぱり余りにも無責任だと思い

ますよ。桑原市長が言っているのはこうこうだと、自分は分析した結果、こうはならんじゃ

ないかと、一つ一つ反証しないと、どうもさっきの中村議員の論争ですが、県が言いよるけ

んそれがほんなこっちゃろうもんとか、県の言いよることに従わんばらんやろうもんとか、

そういう概念での話になってしまっているんですね。しかし、私は鹿島市の市長として、確

実に言えることしか鹿島市の市民は提案できませんよ。

○議長（小池幸照君）

９番森田峰敏君。

○９番（森田峰敏君）

私は、市長だから県と直接話して正確なことを聞かれると、我々は一職員からそういう

ふうな話を聞いておるから、それを信用しておるわけじゃないわけですよ。そういうふうに
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一職員の方が言ったということを私は今しゃっべっただけで、それがどうということを言っ

ているんじゃない。だから、市長は知事とも、それから県の担当部長なり、責任ある部長さ

んとでも話をできる立場にあるわけだから、それから国土交通省とかなんとかが県を疑った

ような言葉であれば、国土交通省に行かれればいいんじゃないですか。真っすぐ行って、直

接話せば、そうすればもっと市民は納得いきますよ。それを言わんで、ここで私前回、牽強

付会と申しましたね、ああいうふうな、そのときそのとき自分に都合のいいような答弁をさ

れたら、ちょっと我々も、今はこれが一問一答式だからいいけど、前みたいに登壇して聞く

んやったら、もう次の議会まで待たんと聞かれんとですよ。こういう一問一答式だから聞か

れる、そういうふうに私は思っております。

それで、例えば、高速道路が北方インターまでできたら、高規格道路ができて鹿島までは

10分間で来ると、そうなれば企業誘致もしやすい条件になる。そうすれば、人口の問題も聞

こうと思っておりましたけど、人口問題は後で北村課長の意見を聞いたらそれで結構ですの

で、そういうふうに北方のインターから10分間で来るようになれば、企業誘致も案外安易に

できる可能性があるということです。

それから、知事と仲よくしていたら、企業誘致だって佐賀県に対して、例えば鹿島市にと

いうようなことがあると思いますよ。今までもあったと思うけど、多久にとられましたね、

花王やったかな、あれ、だれやったかな、花王やったろう。（「いいえ、わかりません」と

呼ぶ者あり）花王やなかった。何かああいう会社が鹿島に流通センターをつくるというよう

なことを聞いた。しかし、それも多久にとられたですね。何でか、市の行政が悪かけんです

よ。これは関係ないから言わんね。

それから、12月議会で市長に、前の木下佐賀市長と、それから江北の町長と３人で新幹線

問題研究会というてつくっておられた。その件について、現在もあって、そういうことはし

ているのかと聞いたら、市長はある日あるとき会うように約束をしておると言われた。その

ときの新幹線についての話し合いだろうと思いますので、できればここでお話をしてくださ

い。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

市長が知事なり部長と話せばいいじゃないかと、だから、公開討論会を申し込んでいるん

です、さっきから言っているでしょう。そのあたり積極的にやっていますから。

それから、ある日あるとき会いました。ますます存続をしなければいけないという確認を

いたしました。

○議長（小池幸照君）

９番森田峰敏君。
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○９番（森田峰敏君）

ちょっとわからんごとなった。例えば、七浦の振興会ですか、何やったかな、あれは。今

度ほら中山間地域総合整備事業は予算がつかんやったわけでしょう。ああいうことはずっと

前からも県に行って、団体でも行って、相談をしたりしたというようなことは聞いておりま

す。しかし、そういうことも結局この長崎本線の存続問題に絡めて、七浦地区の人は反対し

ているというようなことを新聞で見ましたけど、そういうことは県の方針としては、合併を

しなかったということに言っているでしょう。私はここでナイター議会で質問したときと思

うけど、そのときも井本知事の佐賀県民だよりやったと思うけど、その中にも書いてありま

したよ。合併をするところとしないところでは、県の施策の方法が違うと。合併したところ

には優遇すると、合併しないところは後回しにするというようなことをはっきり県民だより

にも書いてありましたよ。そういうふうなことだから、やはり長崎本線に切りかえて、そう

いう間違った判断を七浦の振興会の方はしないようにひとつ会長さんよろしくお願いしてお

きます。（「会長やなかよ」と呼ぶ者あり）会長やなかね。そこんたいを説得しとってくだ

さい。（「逆よ、今んとは」と呼ぶ者あり）じゃあ、ちょっともうわからんごとなった。

では、ちょっとポケットパークの問題について聞きます。

ポケットパークの問題については、私も前回質問いたしましたけど、私がポケットパーク

のことについて関心を持ったのは、何で全協を開いて、全協で行政から同じことを説明する、

また日を改めて説明する、何でこうせにゃいかんかと、私はその回数に不信を持ったわけで

すよ。だから、私はポケットパークについてちょっといろいろ谷口議員なんかに聞いてみた

んです。そしたら、いろんなことがわかってきて、今度谷口議員がしないということだった

ら、じゃあ私が、ちょっと今までもよく理解できていない問題について質問しようというこ

とでちょっと質問しておるから、福岡課長はわからんと思うけど、基礎コンクリート70セン

チ、70センチ、70センチの20カ所ですね。生コンの打設にコンクリートポンプ車で設計され

ている。実際には一輪車を使われている。これはどういうことかということを説明していた

だきたい。わかりますか。ポンプ車というぎ、消防車んごと、あぎゃん太かっちゃろうたい。

あぎゃんとにコンクリートを積んで、すうっと流し込むとをコンクリートポンプ車というと

やなか。

○議長（小池幸照君）

中川都市建設課長。

○都市建設課長（中川 宏君）

今の御質問は、ポンプ車をなぜ20回、設計上、計上したかということだと思います。私た

ちの方も１級建築士事務所の方になぜそういう形の設計をされたのかお尋ねをしましたので、

そのことを御報告したいと思います。

まず、この工事の積算は、パーゴラとかウッドデッキが主体ですので、建築工事で設計を
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しております。それと事業費が抑えられるということで建築工事の積算基準を採用していま

す。そのことから、なぜポンプ車打設なのかについてですけれど、建築工事ではコンクリー

トを打設する場合の標準工法はポンプ車打設という形になっております。打設するときにコ

ンクリートが分離しないように、品質の確保という面もあると思います。単価を積算する場

合、まず現場状況などから施工方法を選択していきます。今回のパーゴラのコンクリート基

礎は独立した小さな基礎が分散した配置となっておったということと、さらに敷地が狭いと

いう現場でありましたので、特に施工手間の点で通常よりはるかに煩わしい作業量の増加を

伴うことが予想されました。そこで、通常の建築工事のコンクリート打設の場合ですが、通

常の建築工事のコンクリート打設というのは、一度に床面全体に多量のコンクリートを打設

する場合を想定した単価になっております。このような単価では今回のように手間のかかる

小型構造物の場合、施工条件が異なり過ぎまして、極端に安価となり、合わないと判断した

そうです。逆に言うと、過大見積もりということですけど、逆に過少見積もりの危険性があ

ったということでございます。

そこで、今回、基礎コンクリートの施工に限っては、建築工事というよりまさに土木工事

であるということから、土木工事の単価に建築工事の単価を近づけるよう調整することにし

たということでございます。

以上です。

○議長（小池幸照君）

９番森田峰敏君。

○９番（森田峰敏君）

それじゃ、単価は全然違うわけね。課長、単価が全然違うてくるわけやろう。（「はい」

と呼ぶ者あり）コンクリートポンプ車を持ってきてするのと一輪車でするのとやったら、も

う価格が違うわけやろう。実際とは違うわけやろう。設計はコンクリートポンプ車ばってん、

実際したのは一輪車やろう。そうした場合、金額が違ってくるわけやろう。そういったもの

はどうなっているかと聞かにゃ。

○議長（小池幸照君）

中川都市建設課長。

○都市建設課長（中川 宏君）

おっしゃられますとおり、ポンプ車と一輪車、二輪車を持ってきたのとは単価が違ってく

るわけでございますけれど、実際、建築工事と土木工事は、先ほど説明はしておりませんけ

ど、諸経費率が相当に違いますので、比較する場合に同じ条件となるよう諸経費込みの単価

による比較を行いました、実際ですね、単価が違いますので、今おっしゃられたように。

まず、建築工事の単価によるコンクリート基礎をつくるための施工手間の材料代は18千円

ということになっております。これはポンプ車セット料を含まれておりません。これを諸経
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費込みの単価に直しますと、１カ所当たり約26千円ということになります。次に、土木工事

の単価による基礎コンクリートを積み上げますと、施工手間と材料代で49,569円という形に

なります。諸経費込みの単価で86千円ということになります。そこで、土木工事での諸経費

込みの単価の約86千円に近づけるために建築工事の積算の中にポンプ車セット料の１回分

38,300円を便宜上、施工手間相当分として18,900円に増加して57,200円としたところです。

この単価を諸経費込みの価格に直すと約77千円となり、この単価が実用に近い単価と考え、

採用することにしたそうでございます。このまま補正せずにいますと、先ほど言いましたよ

うに、逆に過少設計のような形になるということが考えられましたので、そういうことをし

たということです。

なお、実際この現場で施工に要した金額を施工業者の日報等を参考に調査しましたところ、

１カ所当たり61,937円かかっておりまして、諸経費込みで約83千円となり、これから判断し

ても妥当な金額であったと考えているところです。

以上です。

○議長（小池幸照君）

９番森田峰敏君。

○９番（森田峰敏君）

次に、ウッドデッキの面積は 28.92平方メートルであり、１平方メートル当たり工事は

124,481円となり、１坪当たりでは約 410千円となります。家の新築工事では１坪当たり300

千円で立派な建物ができることと比べますと、非常に高いと思うが、その点はどうなってお

りましょうか。

○議長（小池幸照君）

暫時休憩いたします。

午後２時39分 休憩

午後２時51分 再開

○議長（小池幸照君）

休憩前に引き続き会議を開き、当局の答弁を求めます。

その前に市長より発言の申し出があっておりますので、これを許します。桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

先ほどの中村清議員に答弁いたしましたことで、数字をちょっと間違えて私が言っておっ

たようですので、訂正をさせていただきます。

これは起債残高の件です。ピーク時に平成12年に 138億円、そして17年度末で 119億円に

なりますと、この中で臨時財政対策債が20億円ありますので、実質残高が99億円ですと、こ

こで交付税算入率が61.5％ですので、正味残高38億円と言っておりましたが、46億円という

ふうに訂正をさせていただきたいと思います。計算間違いをしておりました。
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以上です。

○議長（小池幸照君）

福岡商工観光課長。

○商工観光課長（福岡俊剛君）

９番議員のウッドデッキの坪当たり単価について御説明を申し上げます。

直接工事費でウッドデッキは 2,789,245円でございます。これはほとんどがバラウという

ふうな高価な製品を使っておりまして、その面積が 28.92平米でございまして、これを単純

に平米当たりに換算しますと、直接工事費で96,446円となります。これを坪当たりに換算し

ますと 318,274円で、これに諸経費を込みますと 425,214円となります。これほとんどが直

接工事費 2,780千円のうち 1,980千円程度が二次製品で占めているというような状況でござ

います。

以上であります。

○議長（小池幸照君）

９番森田峰敏君。

○９番（森田峰敏君）

ちょっとその場でよかばってん、一緒に合わせると幾らと言うたかな。

○議長（小池幸照君）

福岡商工観光課長。

○商工観光課長（福岡俊剛君）

お答えをいたします。

ウッドデッキの諸経費込みの坪単価でございますけれども、425,214円でございます。

以上です。

○議長（小池幸照君）

９番森田峰敏君。

○９番（森田峰敏君）

では、デザイン壁でＲＣ塀としてあるね、奥の方にあろうが。あれは高さ 2.5メートルで

あり、木塀は高さ 1.1メートルであり、それぞれの長さ１メートル当たりの工事費はＲＣ塀

が 113,391円、木塀が 143,373円となっているが、木塀の工事費が非常に高いと私は思う。

理由は何か。

それと、そのとき松くいを打つごと計画しちゃったろうが。あの松くいは打っとらんとや

ろう。あの20本かね、松くいを打つようになっとって、それを打っとらんということは、ど

がんなったかと。そこんたいをおれは疑問に思っとるけん、ちょっと聞きよると。

○議長（小池幸照君）

中川都市建設課長。
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○都市建設課長（中川 宏君）

松くいを打っていないということでの御質問だと思います。通常、設計図書と現場とが異

なった場合、協議書にて報告、指示、承諾等を行っておりますが、当工事においても数回協

議書により行っております。御指摘のコンクリート塀、基礎くいについても、当初ボーリン

グデータもございませんでしたので、軟弱地盤ということで想定し、２メートルの松くいを

予定しておりましたが、掘削した結果、掘削予定高よりも15センチ程度下に玉石層が出現し

ましたことを報告を受けて、現地確認と試験工の打ち込みを試みましたが、全く打ち込むこ

とができませんでしたので、玉石層を支持基盤として標準工法として玉石層から当初の掘削

予定高までの15センチを基礎砕石施工し、その上に厚さ10センチメートルの基礎コンクリー

トを施工するように指示をしたということでございます。

○議長（小池幸照君）

９番森田峰敏君。時間がありませんので、簡潔にお願いいたします。

○９番（森田峰敏君）

その松くいを打たんやった、松くい１本幾らすると。打たんやったということをさ、その

金額はどこに行ったかということさい。

○議長（小池幸照君）

福岡商工観光課長。

○商工観光課長（福岡俊剛君）

お答えをいたします。

先ほど答弁がありましたように、現地で玉石混土が出ましたので、くい打ちができなかっ

たということで、工法を今回は基礎砕石15センチと流しコンクリート10センチに変更いたし

ております。ほかにこの中でいろいろ変更がございまして、あと変更がございましたのが、

壁面のはつりの仕上げの小たたきというのは、小さい窓をつくる工事がございますけれども、

これも現地に合わせまして１カ所ふやしております。それと、あと水質検査等の結果、井戸

水が飲まれなかったこともございましたもんですから、それのための注意を促す看板等もつ

くっておりまして、こういうものがもろもろございまして、減った金額が 177,100円でござ

いまして、あとふえた金額が 178,415円ということで、結果的には直工で 1,315円ほどふえ

ておりますけど、これは業者と協議の上、内容等については変更をいたしておりません。

以上でございます。

○議長（小池幸照君）

９番森田峰敏君。

○９番（森田峰敏君）

これは設計図を予算に合わせてつくったっちゃなかと。工事の予算があるわけやろう、

20,000千円か幾らか。そしたら、20,000千円に合わせて設計図をつくったっちゃなかとね。
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ちょっとその辺もおれは不信に思うわけよ。

○議長（小池幸照君）

山本産業部長。

○産業部長（山本克樹君）

お答えします。

ここのいわゆるポケットパークをつくるときには、何回となく地元と我々が設計委託した

設計事務所さんとかなり協議をされてまして、これも欲しい、これも欲しいとおっしゃった

んですけれども、予算がはっきり言って限られていると、そういうふうなところで決定した

額がそういう額ですから、お金ががしこあるけんが、これに合わせてこうしていこうという、

そういう話では全くございません。

○議長（小池幸照君）

福岡商工観光課長。

○商工観光課長（福岡俊剛君）

お答えをいたします。

魅力ある商店街づくり助成事業の経緯につきまして御説明を申し上げます。

まず、助成申請書を平成15年４月１日付で日本宝くじ協会理事長あてに提出をいたしまし

た。総事業費額23,000千円で、助成額20,000千円を工事請負費に、一般財源 3,000千円を設

計委託として計上いたしておりました。この段階での工事請負費の積算は概算ではあります

けれども、土木の公園工事の積算手法を用い、20,000千円といたしております。

なお、設計委託費は助成費に含まれないということでありましたので、一般財源 3,000千

円をつぎ込んでいたものでありました。しかし、その後、設計委託費も助成事業の中に含め

ていいということがわかりましたので、一般財源をつぎ込むことなく事業を実施するように

変更いたしました。工事請負費と設計委託を合わせて20,000千円とし、県へ事業変更の報告

をいたしました。なるべく一般財源を使わないようにしようという考えからの方針転換でご

ざいます。

それから、設計委託を発注するために委託料を詳細に積算して発注をいたしました。設計

業務の委託先は群環境建築設計事務所でございます。その契約額は 1,827千円となりました。

したがって、その差額金額分をそのまま予定していた工事請負費の20,000千円から圧縮せざ

るを得なくなったものでございます。ポケットパークの実地設計をするために委託業者が

中心となって、プラン策定の段階から地元の皆様と一緒に施設内容について協議を重ねた

ところであります。その中で、要望が出てまいりましたが、それがパーゴラやウオールで

あります。これらの要望を酌み入れ、さくら通りらしいたたずまいをした公園として実施

設計を組むには20,000千円から設計委託費を引いた予定請負工事費の18,173千円では大変苦

労いたしました。そこで、設計内容を詳しく吟味したところ、主な工事種別であるパーゴラ
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やウッドデッキが木工事であることや現場が狭く、限られた範囲であること、また建築工事

の積算が諸経費等も含めて比較的安価であるということから、建築工事とみなしてもよいだ

ろうと判断し、建築工事の積算で積み上げ、見積もり価格の採用方法などを検討し、工事費

18,710,350円の設計となったものでございます。

ちなみに、この設計内容を土木の公園工事の積算で積み上げますと29,020,300円となった

のでございます。例えば、今回ぐらいの工事で同じ直接工事の場合の諸経費は、建築工事で

約34％、公園工事の場合は73％となっております。このように、決して上限があって、それ

に合わせるために設計をしたのではなく、むしろ工事費を圧縮する方向で縮小を重ね、積算

方法を変更しながら最終的な金額になったものでございます。

以上であります。

○議長（小池幸照君）

以上で９番議員の質問を終わります。

よって、本日の日程はこれにて終了いたします。次の会議は明９日午前10時から開き、議

案審議を行います。

本日はこれにて散会いたします。

午後３時４分 散会
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